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像
と
実
像
の
違
い
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
正
顕
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
を
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

(13) 

【
史
料
①
】
「
福
本
先
生
（
日
南
）
宛
て
宇
都
宮
東
四
郎
（
朝
顕
）
書
簡
」

（

封

筒

表

書

）

（

封

筒

裏

書

）

「
東
京
市
小
石
川
区
指
ヶ
谷
町
「
福
岡
縣
遠
賀
郡

一

四

七

番

地

黒

崎

町

福

本

誠

様

＠

」

六

月

廿

一

日

宇

都

宮

東

四

郎

」

拝
啓
、
時
下
梅
雨
之
節
と
相
成
、
鬱
陶
敷
日
和
打
続
キ
蒸
熱
ク
堪
兼
候
得
共
、
先
以
テ
何
之
御

障
り
も
無
之
、
益
御
安
静
大
慶
此
事
二
奉
存
上
候
、
抜
其
後
ハ
頓
卜
無
申
訳
御
無
沙
汰
多
罪
二

罷
過
候
、
平
二
御
宥
恕
相
願
候
、
陳
者
予
々
特
別
ノ
御
高
配
ヲ
蒙
リ
候
御
蔭
二
依
て
多
少
当
地

方
ノ
人
々
二
其
事
績
ヲ
知
ラ
レ
候
亡
祖
父
二
対
し
昨
秋
御
大
典
之
硼
、
贈
位
ノ
申
請
可
致
旨
郡

街
ヨ
リ
申
来
り
候
処
、
事
誠
二
突
然
ノ
義
二
有
之
、
且
ツ
非
常
二
期
日
切
迫
ノ
折
柄
故
、
充
分

其
事
績
調
査
ノ
間
合
モ
無
之
、
随
テ
極
メ
テ
粗
漏
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
取
纏
メ
差
出
候
様
ノ
仕
合
二
御

座
候
が
、
元
ヨ
リ
当
時
ノ
庄
屋
風
情
が
国
家
ト
カ
皇
室
ト
カ
申
ス
見
地
ヨ
リ
国
事
二
触
ル
ヘ
キ

筈
ノ
モ
ニ
無
御
座
、
到
底
御
贈
位
ナ
ド
申
ス
栄
誉
ヲ
担
フ
ヘ
キ
資
格
ハ
無
之
ト
ハ
存
居
候
処
、

③
 

果
シ
テ
何
等
御
沙
汰
モ
無
之
、
其
侭
二
相
成
居
候
二
、
近
頃
又
々
県
庁
ヨ
リ
郡
街
ヲ
通
シ
テ
今

秋
御
挙
行
可
被
有
軍
大
演
習
ノ
際
二
贈
位
申
請
可
致
二
付
キ
、
再
ヒ
詳
細
二
其
事
績
被
調
至
急

④
 

差
出
ヘ
キ
様
申
来
候
、
今
回
ハ
多
少
調
査
ノ
時
間
モ
有
之
候
事
故
、
先
般
来
亡
祖
父
が
残
シ
置

候
種
々
ノ
記
録
又
其
時
志
士
ノ
遺
墨
ナ
リ
各
藩
及
志
士
間
ト
ノ
往
復
書
類
等
二
依
リ
漸
ク
今
度

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1
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カ
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福
本
先
生

増
下

右
の
史
料
は
正
顕
の
孫
で
あ
る
宇
都
宮
東
四
郎
（
朝
顕
）
が
福
本
日
南
（
誠
）
に
「
故
宇
都
宮
正
顕

(14
)
 

小
伝
」
の
添
削
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
（
傍
線
部
⑤
）
。
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
の
表
紙
に
は
朱

書
き
で
「
大
正
五
年
六
月
在
東
福
本
日
南
先
生
ノ
斧
正
具
申
ノ
控
」
と
あ
り
、
大
正
五
年
(
-
九

一
六
）
六
月
に
東
京
在
住
の
福
本
日
南
（
誠
）
が
添
削
し
た
「
具
申
ノ
控
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
日
南
は
文
の
表
現
を
改
め
て
い
る
だ
け
で
、
内
容
に
つ
い
て
は
吟
味
を
加
え
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
に
「
具
申
」
し
た
か
と
い
う
と
内
務
省
に
対
し
て
で
あ
る
。
国
立
公
文

書
館
に
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
六
月
十
七
日
「
大
正
大
礼
贈
位
内
申
書
巻
十
こ
と
い
う
史
料
が

(16) 

あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
大
正
天
皇
の
即
位
大
礼
に
際
し
て
贈
位
が
行
わ
れ
た
時

(17
)
 

の
史
料
で
あ
る
。
正
顕
の
孫
で
あ
る
朝
顕
も
祖
父
へ
の
贈
位
を
願
い
出
て
い
る
（
一
度
目
の
贈
位

申
請
）
。
し
か
し
、
こ
の
時
は
贈
位
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
果
シ
テ
何
等
御
沙
汰
モ
無
之
」

筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

宇
都
宮
東
四
郎再

拝

|

『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

別
冊
ノ
如
キ
事
績
明
瞭
致
候
、
目
下
其
筋
ヨ
リ
モ
一
日
モ
早
ク
右
事
績
提
出
方
照
会
相
成
居
候

(OO
)
（承
）
（
知
）
（
之
）
（
通
）

（

当
）（
時
）
（
之
）
（
事
）
（
情
）

折
柄
、
■

■

■

■

■

弊
地
方
ニ
ハ

．．．．． 
夫
レ
等
々
精
通
セ
シ
者
無
之
、
何
レ

（無
）（
学
）

モ
■

■

薄
学
輩
ノ
ミ
ニ
テ

■

文
章
ノ
■

■

拙
劣
為
メ
ニ
事
情
ノ
明
瞭
ナ
ラ
サ
ル
処
、
又
ハ
重

複
繁
雑
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
多
ク
、
差
当
り
他
二
御
願
申
出
向
ト
テ
無
之
、
甚
困
窮
罷
在
候
付
テ

ハ
、
是
迄
ノ
御
厚
誼
二
甘
シ
御
多
忙
中
モ
不
顧
御
願
ヒ
申
出
ハ
誠
二
恐
縮
千
万
ノ
儀
二
候
得
共
、

（之
）
（
労
）
（

OO
)
（受
）
（
被
）
（
成
）
（
下
）
（
折
）
（
返
）
（
シ
）
（

OO
)
（
指
）
（
示
）

御
憐
察
之
上
御
高
覧
御
斧
正

．．．．．．．．．．．．． 
被
仰
付
候
得

ー

（

無
）
（
此
）
（
上
）
（
之）

（
何
）
（
卒
）

者、
■

■

■

■

誠
二
幸
甚
ノ
至
リ
ニ
テ
奉
存
候
、
■

■

此
儀
御
聞
届
之
程
懇
願
候
、
勿
論

前
述
之
如
ク
辿
モ
贈
位
ノ
資
格
ナ
ド
可
有
之
モ
ノ
ト
モ
思
ハ
レ
ス
候
へ
共
、
間
接
ニ
ナ
リ
ト
モ

勤
王
志
士
ノ
御
手
伝
、
或
ハ
御
便
宜
ヲ
図
リ
候
事
ガ
認
メ
ラ
レ
、
万
々
一
右
杯
ノ
恩
典
ニ
モ
預

リ
候
事
ア
レ
バ
、
亡
祖
父
ハ
申
ス
ニ
不
及
、
一
家
一
門
無
上
ノ
面
目
卜
存
居
候
、
此
頃
二
、
三

有
志
ノ
人
々
ヨ
リ
是
非
当
県
撰
出
ノ
代
議
士
へ
斡
旋
方
運
動
致
候
方
可
然
旨
、
懇
切
二
申
呉
レ

候
モ
ノ
モ
御
座
候
へ
共
、
事
柄
卜
云
ヒ
、
将
又
野
生
平
素
ノ
主
義
ト
シ
テ
斯
ル
事
二
運
動
ナ
ド

可
致
筈
ノ
モ
ノ
ニ
無
之
卜
存
シ
、
御
好
考
ハ
辱
ク
候
モ
断
然

□

兼
候
卜
申
シ
、
其
勧
告
ヲ
謝
絶

致
レ
居
候
ガ
、
右
ハ
矢
張
何
力
其
筋
二
運
動
ナ
ド
致
、
成
否
決
定
候
訳
合
ノ
モ
ノ
ニ
御
座
候
や
、

若
シ
左
様
ノ
事
モ
有
之
候
様
ナ
レ
ハ
、
何
ト
カ
致
サ
ス
テ
ハ
相
成
申
間
敷
ガ
一
向
世
間
知
ラ
ス

ノ
野
生
ニ
ハ
頓
卜
判
断
致
兼
候
、
何
卒
先
生
ノ
御
高
見
御
示
シ
相
煩
シ
候
得
者
、
誠
二
難
有
次

第
二
御
座
候
、
右
何
レ
ト
モ
乍
恐
御
教
示
相
仰
キ
度
、
一
書
啓
上
仕
候
、
草
々
頓
首
、

廿
壱
日

（
廿
）
（
三
）
（
日
）

六月・・・

福
本
誠

（
傍
線
部
②
末
尾
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
か
ら
本
書
簡
は
大
正
五
年
の
も

(18) 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
年
に
は
福
岡
県
で
陸
軍
特
別
大
演
習
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
傍
線

部
③
「
今
秋
御
挙
行
可
被
有
軍
大
演
習
ノ
場
二
贈
位
申
請
可
致
二
付
キ
」
と
い
う
部
分
か
ら
も
わ
か

る
。
陸
軍
特
別
大
演
習
で
天
皇
が
各
地
を
巡
幸
す
る
に
あ
た
っ
て
、
埋
も
れ
て
い
る
勤
王
の
志
士

(19
)
 

の
事
蹟
や
志
士
た
ち
の
遺
物
を
天
覧
に
備
え
、
表
彰
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
時
も

結
局
正
顕
へ
の
贈
位
は
な
か
っ
た
（
二
度
目
の
贈
位
申
請
）
。

ま
た
、
こ
の
史
料
か
ら
は
重
要
な
こ
と
が
二
点
わ
か
る
。
―
つ
は
傍
線
部
②
「
贈
位
ノ
申
請
可

致
旨
郡
街
ヨ
リ
申
来
り
候
」
、
傍
線
部
③
「
又
々
県
庁
ヨ
リ
郡
街
ヲ
通
シ
テ
（
…
中
略
…
）
再
ヒ
詳

細
二
其
事
績
被
調
至
急
差
出
ヘ
キ
様
申
来
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
県
庁
」
・
「
郡
術
」
す
な
わ
ち
福

岡
県
庁
・
遠
賀
郡
役
所
か
ら
の
勧
め
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
―
つ
は
「
元
ヨ
リ
当
時
ノ
庄
屋

風
情
が
国
家
ト
カ
皇
室
ト
カ
申
ス
見
地
ヨ
リ
国
事
二
触
ル
ヘ
キ
筈
ノ
モ
ニ
無
御
座
」
（
傍
線
部
②
）
、

「
辿
モ
贈
位
ノ
資
格
ナ
ド
可
有
之
モ
ノ
ト
モ
思
ハ
レ
ス
候
へ
共
、
間
接
ニ
ナ
リ
ト
モ
勤
王
志
士
ノ

御
手
伝
、
或
ハ
御
便
宜
ヲ
図
リ
候
」
（
傍
線
部
⑥
）
と
い
う
朝
顕
の
、
祖
父
正
顕
の
業
績
に
対
す
る

評
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
南
に
宛
て
た
書
簡
上
の
表
現
ゆ
え
謙
遜
と
も
と
れ
る
が
、
こ
の
評
価
こ

そ
正
顕
に
対
す
る
妥
当
な
評
価
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
史
上
の
正
顕
に
対
す
る
評
価
は
、
積
極

的
な
「
勤
王
家
」
・
「
志
士
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
書
簡
で
朝
顕
が
述
べ
て
い
る
の
が
実
像
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
二
で
検
討
す
る
。

次
に
掲
げ
る
の
は
福
本
誠
（
日
南
）
か
ら
宇
都
宮
東
四
郎
（
朝
顕
）
宛
て
の
書
簡
で
あ
る
。

(20) 

【
史
料
②
】
「
宇
都
宮
東
四
郎
宛
て
福
本
誠
書
簡
」

（

封

筒

表

書

）

（

封

筒

裏

書

）

「

福

岡

縣

遠

賀

郡

黒

崎

騨

「

鍼

東

京

小

石

川

区

指

ヶ

谷

町

一

四

七

宇

都

宮

東

四

郎

殿

福

本

誠

」

書
留
」

拝
復
、
御
祖
父
の
小
伝
拝
見
候
処
、
至
極
結
構
と
存
候
、
其
御
採
録
如
何
者
一
々
上
の
御
都
合

如
何
二
待
た
る
A

の
外
あ
る
可
か
ら
す
、
兎
も
角
其
筋
に
御
申
立
可
然
と
存
候
、
右
御
答
妾
如

斯
候
、
不
宣
、

六
月
廿
三
日

宇
都
宮
東
四
郎
殿

右
の
史
料
か
ら
は
、
二
度
目
の
具
申
前
に
朝
顕
が
記
し
た
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
を
日
南
が
添

削
し
、
「
至
極
結
構
」
な
「
小
伝
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
贈
位
内
申
書

に
「
採
録
」
さ
れ
贈
位
さ
れ
る
か
否
か
は
天
皇
の
決
定
を
待
つ
ほ
か
な
い
が
、
贈
位
「
申
立
」
に
は

（
守
友
隆
）

2
 



筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

宇
都
宮
東
四
郎
殿

右
の
史
料
は
、
大
正
十
二
年
(
-
九
三
二
）
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
で
、
宇
都
宮
家
か
ら
贈
位

維
新
史
料
編
纂
事
務
局
長
柴
田
駒
三
郎

賛
成
す
る
、
と
日
南
は
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
は
贈
位
申
請
の
た
め
に
作

成
さ
れ
た
提
出
書
類
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
「
大
正
十
三
年
皇
太
子
御
成
婚
贈
位
内
申
事
蹟
書

(21
)
 

十
六
」
所
収
「
福
岡
縣
遠
賀
郡
黒
崎
町
故
宇
都
宮
正
顕
」
の
文
面
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
日
南
が

添
削
し
た
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
の
文
章
と
「
内
申
事
蹟
書
」
所
収
の
文
章
な
ら
び
に
『
贈
従
五
位

(22
)
 

宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
文
書
は
ほ
ぽ
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』

は
朝
顕
が
祖
父
正
顕
へ
の
贈
位
申
請
の
た
め
に
記
し
た
も
の
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
終

的
に
正
顕
が
従
五
位
を
贈
位
さ
れ
た
の
は
、
大
正
十
三
(
-
九
二
四
）
年
二
月
十
一
日
で
あ
る
（
三

(23
)
 

度
目
の
贈
位
申
請
）
。
こ
の
時
は
皇
太
子
裕
仁
親
王
（
の
ち
の
昭
和
天
皇
）
の
成
婚
に
よ
る
贈
位
で

あ
っ
た
。

た
だ
、
こ
の
贈
位
は
単
に
孫
の
朝
顕
が
自
家
の
家
格
を
上
げ
る
た
め
、
祖
父
正
顕
の
顕
彰
の
た

(24
)
 

め
に
願
い
出
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
と
位
置
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
贈
位
に
関
し
て
は
既

述
し
た
よ
う
に
、
福
岡
県
庁
や
遠
賀
郡
役
所
か
ら
の
勧
め
も
あ
り
、
ま
た
維
新
史
料
編
纂
事
務
局

に
お
い
て
史
料
を
調
査
し
た
上
で
裁
可
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
単
純
に
子
孫
の
思
い
だ
け
で
実

現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
贈
位
に
よ
る
地
方
の
「
勤
王
家
」
創
出
は
政
府
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
維
新
史
料
編
纂
事

務
局
に
お
い
て
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
③
】
「
宇
都
宮
文
書
」
―
―
九
七

（

封

筒

表

書

）

（

封

筒

裏

書

）

「
福
岡
縣
遠
賀
郡
黒
崎
町
「
東
京
市
麹
町
厘
三
年
町

宇
都
宮
東
四
郎
殿
」
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
長
柴
田
駒
三
郎
」

時
下
秋
冷
之
硼
、
益
御
清
穆
可
被
為
在
奉
欣
賀
候
、
陳
者
九
月
一
日
東
都
大
震
災
に
引
続
き
大

火
災
蒸
起
の
際
不
測
も
夜
半
数
丁
の
遠
方
よ
り
飛
火
し
本
局
主
要
庁
舎
も
悉
類
焼
の
厄
を
被
り

候
処
、
借
入
史
料
は
常
に
急
庫
及
庁
舎
内
金
庫
に
格
納
し
あ
り
た
る
を
以
て
幸
に
其
大
部
分
は

焼
失
を
免
か
れ
候
得
共
、
不
幸
に
し
て
金
庫
六
箇
中
の
一
個
者
前
方
に
顛
倒
し
四
面
よ
り
猛
火

に
包
ま
れ
た
る
か
為
め
在
中
の
史
料
ハ
其
一
部
分
損
害
を
受
け
、
爾
来
調
査
の
結
果
貴
家
よ
り

拝
借
中
の
別
紙
史
料
も
亦
覚
に
焼
尽
せ
る
こ
と
を
発
見
候
者
、
事
天
残
と
は
乍
申
誠
に
責
任
の

軽
か
ら
さ
る
を
感
す
る
次
第
に
有
之
候
、
貴
家
に
封
し
て
は
御
申
訳
も
無
之
候
得
共
、
前
陳
の

事
情
幾
重
に
も
御
諒
恕
願
上
度
、
先
は
右
御
挨
拶
申
上
度
如
斯
に
御
座
候
、
敬
具

大
正
十
二
年
十
一
月

（
守
友
隆
）

『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
テ
キ
ス
ト
分
析

申
請
に
際
し
て
提
出
し
て
い
た
史
料
が
焼
失
し
た
こ
と
を
詫
び
る
、
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
の
柴

田
駒
三
郎
か
ら
朝
顕
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
提
出
し
た
史
料
は
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
、
さ
ら

に
は
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
記
述
の
根
拠
と
な
っ
た
史
料
で
あ
っ
た
筈
な
の
で
、
そ

の
焼
失
は
大
変
惜
し
ま
れ
る
。

一
で
は
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
次
に
そ
の
内
容

を
同
書
の
特
徴
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
同
書
の
眼
目
と
い
え
る
正
顕
の
勤
王
家
と
し
て
の
動
向
を

示
し
た
部
分
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
(

[

l

]

ー

[
9
]
・
[11]
）
、
一
次
史
料
や
そ
の
他
の
文
献
と
比

較
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
で
は
削
除
さ
れ
た
「
故
宇
都
宮
正
顕

小
伝
」
に
あ
る
逸
話
(

[

1

0

]

）
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
。

[
1
]
安
政
五
年
九
月
京
都
清
水
寺
の
僧
月
照
（
忍
向
）
の
主
従
、
幕
吏
の
追
捕
を
避
け
、
筑
前
に
来

る
や
、
薩
藩
士
西
郷
吉
之
助
の
指
示
に
従
ひ
、
先
づ
正
顕
の
家
に
投
し
、
北
條
右
門
及
正
顕

と
共
に
、
避
難
の
策
を
講
究
せ
し
も
、
幕
吏
の
追
跡
甚
た
厳
敷
、
近
郷
に
隠
匿
し
難
き
を
以

て
、
留
む
る
こ
と
僅
か
に
二
日
、
途
中
安
全
の
策
を
講
し
、
夜
陰
に
乗
じ
、
窃
に
博
多
に
向

(26
)
 

は
し
め
た
り
。

右
は
安
政
五
年
(
-
八
五
八
）
の
「
月
照
の
都
落
ち
」
に
正
顕
が
そ
の
逃
走
に
協
力
し
た
、
と
す

(27
)
 

る
記
述
で
あ
る
が
、
他
の
史
料
・
文
献
か
ら
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
。
月
照
の

逃
避
行
に
協
力
し
た
の
は
、
平
野
國
臣
、
有
村
俊
斎
（
海
江
田
信
義
）
、
北
条
右
門
（
村
山
松
根
）
で

あ
る
。
西
郷
隆
盛
は
下
関
ま
で
月
照
に
同
行
し
た
が
、
月
照
一
行
が
下
関
に
到
着
し
た
前
日
、
薩

摩
藩
前
藩
主
島
津
斉
興
が
関
門
海
峡
を
渡
り
薩
摩
に
向
か
っ
た
の
を
知
り
、
平
野

・
有
村
・
北
条

(28
)
 

の
三
人
に
後
事
を
託
し
て
斉
興
に
追
い
つ
く
た
め
先
行
し
た
。

[
2
]
万
延
元
年
三
月
三
日
、
王
政
復
古
の
先
駆
た
る
江
戸
桜
田
の
変
あ
る
や
、
薩
藩
士
有
村
雄
助

之
に
与
み
す
、
雄
助
逃
れ
て
藩
主
に
具
陳
せ
ん
か
為
め
、
帰
藩
せ
ん
と
す
る
や
、
幕
吏
の
追

跡
す
る
処
と
な
り
、
三
月
十
九
日
黄
昏
、
雄
助
多
年
の
知
己
た
る
正
顕
を
訪
ひ
具
に
江
戸
の

事
情
を
語
り
て
、
潜
行
の
策
を
問
ふ
。
正
顕
事
の
急
な
る
を
察
し
、
助
け
て
間
道
よ
り
逃
れ

去
ら
し
む
。
雄
助
発
程
数
刻
の
後
、
幕
吏
果
し
て
来
り
、
正
顕
を
詰
問
す
る
事
甚
だ
峻
な
り
。

正
顕
曰
く
、
有
村
氏
は
昨
日
既
二
当
駅
を
通
過
せ
り
。
こ
れ
を
追
ふ
も
恐
ら
く
は
詮
な
か
ら

ん
と
。
幕
吏
其
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
正
顕
の
言
を
信
じ
て
休
憩
す
。
故
を
以
て
著
し
く

間
隔
を
生
じ
、
逮
捕
を
免
れ
筑
後
松
崎
駅
に
達
せ
し
時
藩
主
島
津
公
の
上
洛
に
会
し
、
藩
主

(29
)
 

に
謁
し
て
、
江
戸
の
顛
末
を
具
申
す
る
を
得
た
り
。

右
の
記
述
は
、
万
延
元
年
(
-
八
六
0
)
三
月
三
日
に
起
き
た
桜
田
門
外
の
変
を
見
届
け
た
有
村

ー
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

3
 



雄
助
が
正
顕
の
助
け
を
借
り
て
筑
後
松
崎
ま
で
逃
れ
、
参
勤
途
上
の
薩
摩
藩
主
島
津
茂
久
（
忠
義
）

に
拝
謁
、
事
の
顛
末
を
上
申
し
た
、
と
す
る
。
し
か
し
、
有
村
雄
助
に
つ
い
て
は
、
「
雄
助
の
出

奔
を
知
っ
た
江
戸
藩
邸
の
重
役
は
幕
吏
に
捕
え
ら
れ
て
後
難
を
生
ず
る
こ
と
を
恐
れ
、
伊
勢
四
日

(30) 

市
で
雄
助
ら
を
捕
え
、
藩
に
護
送
し
た
。」
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
こ
と

は
歴
史
的
事
実
で
は
な
か
ろ
う
。

[
3
]
文
久
二
年
二
月
久
留
米
真
木
和
泉
守
の
弟
勤
王
の
志
士
大
鳥
居
理
兵
衛
、
其
子
菅
吉
、
及
宮

崎
槌
太
郎
等
、
名
を
音
楽
の
修
業
に
藉
り
、
上
国
の
義
挙
に
加
は
ら
ん
と
し
、
東
上
の
際
、

黒
崎
を
過
く
る
や
、
正
顕
を
訪
ひ
、
密
議
を
遂
け
、
馬
関
に
至
り
し
か
、
同
月
十
九
日
幕
吏

に
捕
へ
ら
れ
、
久
留
米
に
送
還
の
途
次
、
理
兵
衛
其
免
れ
難
き
を
知
り
、
翌
二
十
日
黒
崎
駅

に
て
割
腹
せ
り
。
菅
吉
変
を
正
顕
に
告
ぐ
。
正
顕
大
に
驚
き
、
直
に
医
師
を
同
伴
し
、
応
急

の
手
当
を
施
せ
し
も
、
其
効
な
か
り
し
か
は
、
正
顕
深
く
悲
し
み
、
相
当
の
手
続
を
尽
し
、

(31
)
 

其
屍
を
納
む
る
に
礼
を
以
て
し
た
り
。

右
は
、
真
木
和
泉
（
保
臣
）
の
弟
大
鳥
居
理
兵
衛
（
敬
太
・
信
臣
）
が
黒
崎
で
自
害
し
た
際
、
正
顕

が
そ
の
手
当
を
し
た
、
と
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
真
木
和
泉
に
関
す
る
文
献
か
ら
は
そ
の
こ
と
を

見
い
だ
せ
な
い
。
た
だ
、
黒
崎
宿
庄
屋
で
あ
る
正
顕
が
街
道
を
通
行
す
る
旅
人
の
手
当
を
し
た
と

い
う
の
は
あ
な
が
ち
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
宿
役
人
と
し
て
果
た
す
べ
き
職
務
の
―
つ
で

あ
っ
た
か
ら
、
大
鳥
居
理
兵
衛
の
手
当
を
し
た
と
い
う
の
は
充
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

[
4
]
元
治
元
年
十
月
長
藩
士
青
木
玄
澄

（子
爵
周
蔵
）
、
長
崎
よ
り
帰
郷
せ
ん
と
す
る
や
、
来
り
て

正
顕
に
頼
る
。
時
恰
も
征
長
の
際
な
り
し
を
以
て
、
容
易
に
帰
国
す
る
こ
と
能
は
ず
。
福
岡

藩
亦
幕
府
を
憚
り
、
同
人
の
領
内
に
足
を
留
む
る
を
喜
ば
ず
、
頗
る
窮
境
に
陥
る
を
慇
み
、

(32) 

一
室
に
潜
匿
せ
し
め
、
数
旬
の
後
、
機
を
見
、
無
事
帰
藩
せ
し
め
た
り
。

右
は
、
青
木
周
蔵
が
元
治
元
年
(
-
八
六
四
）
十
月
に
長
崎
か
ら
帰
藩
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

征
長
（
第
一
次
長
州
戦
争
）
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
帰
蕃
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
正
顕

が
彼
を
保
護
し
無
事
に
帰
藩
さ
せ
た
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
青
木
周
蔵
自
伝
』
に
よ

る
と
、
元
治
元
年
当
時
彼
は
藩
校
（
明
倫
館
）
の
一
部
で
あ
る
医
学
校
好
生
堂
に
入
り
、
医
学
・
蘭

学
に
励
ん
で
い
た
。
ま
た
長
崎
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
慶
応
三
年
(
-
八
六
七
）
四
月
十
四
日
の

(33) 

こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
が
青
木
家
に
養
子
に
入
る
の
は
慶
応
元
年
十
一
月
十
五
日
で
、
そ
れ

(34) 

ま
で
は
三
浦
元
明
と
名
乗
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
こ
の
記
述
は
あ
り
得
な
い
。

[
5
]
元
治
元
年
十
一
月
、
福
岡
藩
士
加
藤
司
書
、
建
部
武
彦
、
広
島
征
長
総
督
の
許
へ
出
張
の
途

次
、
薩
藩
士
西
郷
吉
之
助
、
吉
井
幸
輔
等
と
正
顕
か
家
に
会
合
し
、
征
長
解
兵
の
件
に
つ
き

秘
密
の
協
議
の
際
、
及
同
月
晦
日
福
岡
藩
士
月
形
洗
蔵
、
早
川
養
敬
（
勇
）
、
今
中
作
兵
衛
、

西
郷
、
吉
井
等
と
正
顕
の
家
に
落
ち
合
ひ
、
五
卿
西
遷
に
就
き
、
密
議
を
凝
ら
し
、
夜
を
徹

筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

|

『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
ー

(35
)
 

し
た
る
時
の
如
き
、
正
顕
始
終
席
末
に
列
し
、
献
替
す
る
所
亦
少
か
ら
さ
り
き
。

す
な
わ
ち
、
元
治
元
年
(
-
八
六
四
）
十
一
月
、
第
一
次
長
州
戦
争
の
折
、
加
藤
司
書
・
建
部
武

彦
が
広
島
に
出
陣
し
て
い
た
征
長
総
督
徳
川
慶
勝
の
も
と
に
赴
く
途
中
、
西
郷
隆
盛
•
吉
井
友
実

（
幸
輔
）
ら
と
正
顕
の
家
（
桜
屋
）
で
会
合
を
も
っ
た
。
ま
た
同
月
三
十
日
に
は
月
形
洗
蔵
・
早
川
勇
・

今
中
作
兵
衛
が
、
西
郷
•
吉
井
と
桜
屋
に
お
い
て
五
卿
の
大
宰
府
移
転
に
つ
い
て
会
見
し
た
が
、

そ
の
い
ず
れ
の
折
に
も
正
顕
は
末
席
に
侍
り
献
策
を
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

一
次
史
料
か
ら
そ
の
歴
史
的
事
実
を
裏
付
け
る
も
の
は
管
見
の
限
り
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
そ
の

翌
日
十
二
月
一
日
の
朝
「
黒
崎
駅
番
所
」
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
既
に
近
藤

(36) 

典
二
氏
、
力
武
豊
隆
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
正
顕
に
関
わ
る
大
事
件
な
の
で
こ
こ
で
再
度
紹

(37) 

介
す
る
。

(38) 

元
治
元
年
十
二
月
一
日
の
午
前
、
月
形
洗
蔵
・
今
中
作
兵
衛
の
二
人
が
藩
命
を
帯
び
て
、
大
早

（
急
用
な
ど
の
た
め
、
駕
籠
を
特
別
に
急
が
せ
る
こ
と
）
で
下
関
に
向
け
通
行
の
際
、
黒
崎
駅
御
番

（
マ
マ
）

所
前
で
桜
屋
藤
四
郎
が
、
月
形
ら
に
対
し
て
「
藤
四
郎
が
雨
中
に
下
駄
の
緒
を
切
ら
し
、
之
れ

を
た
て
な
か
ら
月
形
氏
等
に
応
対
し
た
り
し
」
と
い
う
「
不
都
合
」
が
あ
っ
て
、
月
形
は
今
中
に
藤

四
郎
を
「
斬
つ
て
捨
つ
べ
し
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
番
所
取
締
役
岩
崎
市
兵
衛
は
桜
屋
の
た
め
に

命
乞
い
を
し
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
桜
屋
に
泊
ま
っ
て
い
た
中
村
到
（
松
浦
格
弥
）
・
神
代
勝
兵

衛
・
小
河
勘
左
衛
門
が
仲
裁
に
は
い
っ
て
、
最
終
的
に
「
桜
屋
主
人
」
の
身
柄
は
中
村
到
が
預
か
る

(39) 

こ
と
で
落
着
し
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
の
顛
末
に
は
異
説
が
あ
る
。
た
だ
「
桜
屋
主
人
」
の
「
桜
屋

藤
四
郎
」
が
月
形
洗
蔵
に
斬
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
問
題
な
の
は
こ
の
「
桜
屋

主
人
」
の
「
桜
屋
藤
四
郎
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
力
武
氏
は
斬
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
桜
屋
「
藤
四

(40) 

郎
は
、
後
の
宇
都
宮
正
顕
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
藤
四
郎
（
東
四
郎
）
は
正
顕
で
あ
ろ
う

か
。
そ
も
そ
も
、
東
四
郎
の
名
乗
り
は
桜
屋
主
人
の
名
乗
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
治
元
年
当
時
、

正
顕
は
与
次
兵
衛
と
名
乗
っ
て
い
た
（
【
表
①
】
参
照
）
。
正
顕
は
東
四
郎
か
ら
次
郎
兵
衛
と
名
乗
り

を
変
え
た
時
に
旅
籠
屋
・
船
問
屋
桜
屋
主
人
の
座
を
長
女
マ
サ
の
婿
、
黒
崎
代
官
所
下
代
久
芳
丈

(41) 

平
の
弟
に
譲
り
、
「
家
名
相
続
」
さ
せ
て
い
た
（
【
宇
都
宮
（
古
海
）
家
略
系
図
】
参
照
）
。
も
ち
ろ
ん

(42) 

東
四
郎
の
名
乗
り
も
譲
っ
て
お
り
、
月
形
に
斬
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
東
四
郎
は
正
顕
で
は
な
く
、

正
顕
の
娘
マ
サ
の
婿
東
四
郎
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
正
顕
五
十
歳
、
老
練
な
彼
が
下
駄
の
緒
を
切

ら
し
て
そ
れ
を
直
し
な
が
ら
月
形
に
応
対
す
る
、
士
分
の
者
の
怒
り
に
触
れ
る
振
る
舞
い
を
す
る
、

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

(43
)
 

ま
た
、
正
顕
の
婿
養
子
東
四
郎
は
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
九
月
、
佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正
（
閑
斐
）

(44
)
 

が
上
洛
す
る
際
、
黒
崎
宿
西
構
口
に
出
迎
え
、
宿
内
案
内
を
し
て
い
る
。
佐
賀
蕃
主
の
出
迎
え
に

出
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
も
月
形
の
道
案
内
・
応
対
を
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
と

（
守
友
隆
）

4
 



筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
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都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

(45
)
 

こ
ろ
で
、
「
藤
四
郎
」
と
あ
る
が
、
正
顕
の
日
記
に
本
人
が
「
藤
四
郎
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
東
四

郎
、
藤
四
郎
と
い
う
表
記
に
頓
着
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
マ
マ

・
応）

（
マ
マ
・

卿
）

[
6
]
慶
長
元
年
正
月
十
四
日
五
郷
の
長
州
よ
り
筑
前
太
宰
府
に
遷
居
せ
ら
る
、
や
、
船
に
て

黒
崎
港
に
着
し
、
駅
の
本
陣
正
顕
か
家
に
投
せ
ら
る
。
滞
留
数
日
、
福
岡
藩
よ
り
河
村
主
鈴
、

(46
)
 

建
部
武
彦
等
出
迎
へ
、
久
野
四
兵
衛
一
隊
の
兵
を
率
ひ
て
警
護
す
。

右
は
、
五
卿
の
筑
前
入
り
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
駅
の
本
陣
正
顕
か

み
ち
と
み

家
に
投
せ
ら
る
。
滞
留
数
日
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
五
卿
の
一
人
東
久
世
通
蒻
の
日
記
に
は
、

乙
丑
（
慶
応
元
11

一
八
六
五
年
）
正
月
「
十
五
日
陰
今
朝
出
帆
八
時
斜
、
黒
崎
着
船
、
乗
輿
向
旅
館
」

(g
 

と
あ
る
。
「
旅
館
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
駅
の
本
陣
」
で
あ
る
御
茶
屋
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は

「
正
顕
か
家
」
す
な
わ
ち
桜
屋
の
い
ず
れ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
「
駅
の
本
陣
」
と
は
本
来
御
茶

屋
の
こ
と
を
指
し
、
桜
屋
で
は
な
い
。
右
の
表
現
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
桜
屋
に
投
宿
し
た
可
能
性
を
示
す
史
料
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
十
二
年
(
-
九

0
九）

八
月
三
十
一
日
付
の
「
九
州
日
報
」
の
記
事
に
「
旅
舘
主
宇
都
宮
東
四
郎
氏
は
祖
父
正
顕
の
往
時
の

例
に
倣
ひ
洞
海
産
白
藻
、
黒
崎
産
葡
萄
を
贈
呈
」
、
「
尚
ほ
同
家
の
設
備
万
端
は
往
時
五
卿
宿
泊
の

際
に
用
ゐ
し
寝
具
及
び
諸
器
具
を
使
用
せ
し
か
ば
尚
更
伯
も
今
昔
の
感
に
打
た
れ
た
る
も
の
:
如

か
り
し
と
云
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
九
月
一
日
付
記
事
に
は
「
▲
伯
に
は
旅
舘
の
主
人
東
四
郎
氏

の
祖
父
正
顕
が
往
昔
五
卿
滞
宿
の
節
赤
心
を
以
て
待
遇
せ
し
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
正
顕
の
墓
に
詣
ん

と
あ
り
け
れ
ど
、
主
人
は
恐
れ
多
し
と
て
強
て
辞
退
せ
し
か
ば
、
然
ら
ば
と
て
令
息
通
敏
氏
を
代

参
せ
し
め
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
。

ま
た
、
東
久
世
側
か
ら
桜
屋
に
対
し
て
、
明
治
四
十
二
年
八
月
二
十
九
日
の
黒
崎
到
着
前
に
執

事
宇
佐
穏
久
彦
か
ら
朝
顕
に
次
の
よ
う
な
書
簡
が
出
さ
れ
て
い
る
。(48) 

【
史
料
④
】
「
宇
都
宮
東
四
郎
宛
て
東
久
世
伯
爵
執
事
宇
佐
穏
来
彦
書
簡
」

（

封

筒

表

書

）

（

封

筒

裏

書

）

(49) 

「

筑

前

黒

崎

桜

屋

「

長

崎

市

迎

陽

亭

宇

都

宮

東

四

郎

殿

メ

東

久

世

伯

執

事

急

用

」

八

月

廿

五

日

」

陳
者
来
ル
廿
九
日
黒
崎
着
二
決
定
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
而
し
て
滞
留
は
二
日
間
之

(50
)
 

予
定
二
し
て
、
転
じ
て
若
松
二
赴
き
松
井
楼
二
赴
き
可
申
候
、
実
ハ
直
方
方
面
二

□

レ
積
り
都

合
二
よ
り
中
止
候
、
就
テ
は
黒
崎
・
若
松
の
両
処
二
於
て
広
く
一
般
の
揮
嘔
二
も
応
せ
ら
れ
候

ニ
付
、
前
以
て
懇
望
の
人
々
二
は
此
ノ
申
出
置
申
下
度
、
此
ノ
儀
頼
申
上
候
、
猶
到
着
時
間
の

義
ハ
電
報
二
て
仕
候
、
此
許
ヨ
リ
可
申
候
、
不
後
顧
右
迄
、
早
々
、

八

月

廿

五

日

宇

佐

穏

来

彦

（
守
友
隆
）

宇
都
宮
東
四
郎
殿ロ

ロ

猶
々
詞
下
ニ
ハ
ロ
封
不
申
候
、

(51
)
 

右
の
書
簡
で
は
、
東
久
世
の
執
事
で
あ
る
宇
佐
穏
来
彦
が
わ
ざ
わ
ざ
朝
顕
に
、
四
日
後
に
黒
崎

到
着
の
旨
と
、
さ
ら
に
桜
屋
宇
都
宮
家
の
同
族
、
若
松
の
松
井
楼
を
訪
れ
る
予
定
を
伝
え
て
い
る
。

明
治
四
十
二
年
の
東
久
世
通
蒻
の
黒
崎
来
訪
新
聞
記
事
や
こ
の
書
簡
か
ら
、
正
顕
が
慶
応
元
年
（
一

八
六
五
）
の
五
卿
の
大
宰
府
西
遷
に
際
し
て
、
五
卿
の
応
対
を
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、

東
久
世
通
蒻
が
自
ら
正
顕
の
墓
参
を
し
よ
う
と
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
正
顕
の
東
久
世
を
始
め

と
す
る
五
卿
に
対
す
る
応
接
は
作
法
に
か
な
っ
た
丁
重
な
も
の
で
、
五
卿
ら
を
満
足
さ
せ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
こ
と
は
正
顕
の
教
養
の
高
さ
や
京
の
公
家
か
ら
見
て
も
十
分
な
行
儀

作
法
を
彼
が
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

し
か
し
、
五
卿
が
慶
応
元
年
一
月
、
大
宰
府
に
向
か
う
途
上
、
黒
崎
で
宿
泊
し
た
際
、
宿
と
し

た
の
が
桜
屋
（
古
海
〔
宇
都
宮
〕
家
）
か
と
い
え
ば
、
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
【
史
料
④
】
に

「
同
家
の
設
備
万
端
は
往
時
五
卿
宿
泊
の
際
に
用
ゐ
し
寝
具
及
び
諸
器
具
を
使
用
せ
し
」
と
あ
る

(52) 

が
、
山
神
明
日
香
氏
の
説
の
よ
う
に
、
黒
崎
宿
御
茶
屋
の
五
卿
が
滞
在
し
た
一
室
が
桜
屋
に
移
築

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
御
茶
屋
の
諸
道
具
も
桜
屋
に
移
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
五
卿
が
滞
在
し
た
の
は
御
茶
屋
と
も
桜
屋
と
も
明
確
な
根
拠
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
い
ず
れ
か
と
い
う
断
定
は
避
け
る
。

（
マ
マ
）

[
7
]
慶
応
元
年
閏
五
月
、
土
藩
士
土
方
楠
左
衛
門
（
伯
爵
久
元
）
、
中
岡
慎
太
郎
、
阪
本
龍
馬
、

薩
長
調
停
に
斡
旋
す
る
や
、
薩
藩
士
黒
田
了
介
（
伯
爵
清
隆
）
、
大
山
弥
助
（
侯
爵
巌
）
、
阪
本

龍
馬
、
数
日
正
顕
が
家
に
滞
留
し
、
薩
長
同
盟
に
就
き
密
議
を
重
ね
（
後
略
）

右
に
は
慶
応
元
年
(
-
八
六
五
）
閏
五
月
、
黒
田
清
隆
、
大
山
巌
、
坂
本
龍
馬
が
数
日
正
顕
の
家

（
桜
屋
）
に
滞
在
し
た
、
と
あ
る
が
、
龍
馬
の
動
向
に
つ
い
て
は
慶
応
元
年
五
月
か
ら
閏
五
月
上
旬

(54
)
 

に
か
け
て
の
動
向
が
史
料
か
ら
わ
か
る
。
龍
馬
は
、
慶
応
元
年
四
月
二
十
五
日
大
坂
を
出
発
し
、

五
月
一
日
鹿
児
島
着
。
同
月
十
六
日
鹿
児
島
を
出
発
し
、
九
州
を
北
上
。
同
二
十
三
日
に
大
宰
府

に
到
着
し
、
翌
二
十
四
日
「
韓
法
」
三
条
実
美
に
拝
謁
。
同
二
十
八
日
大
宰
府
を
出
発
し
、
そ
の
夜

は
山
家
宿
に
一
泊
。
翌
二
十
九
日
は
内
野
宿
、
飯
塚
宿
を
経
て
木
屋
瀬
宿
で
一
泊
。
翌
閏
五
月
一

（
マ
マ
・

田
町
ヵ
）

日
黒
崎
「
平
町
」
か
ら
乗
船
し
、
赤
間
関
に
到
着
。
以
上
が
龍
馬
の
動
向
で
あ
る
が
、
史
料
か
ら

桜
屋
に
宿
泊
し
た
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
土
方
久
元
の
「
回
天
実
記
」
に
は

慶
応
元
年
五
月
か
ら
閏
五
月
、
京
都
か
ら
大
宰
府
へ
の
道
中
、
下
関
、
黒
崎
を
通
過
す
る
こ
と
が

(55
)
 

記
さ
れ
て
い
る
が
、
下
関
に
お
い
て
は
「
白
石
方
」
・
「
白
石
正
一
郎
方
」
に
行
く
と
あ
る
が
、
黒
崎

（
マ
マ
・
木
）

に
お
い
て
は
「
同
（
閏
五
月
筆
者
註
）
十
日
朝
出
帆
、
九
ッ
頃
筑
前
黒
崎
に
着
船
、
同
夜
古
屋

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

5
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都
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再
検
討

(56) 

瀬
に
宿
す
」
と
の
み
あ
り
、
正
顕
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

[
8
]
薩
藩
士
大
久
保
市
蔵
（
利
通
）
、
小
松
帯
刀
、
黒
田
嘉
右
衛
門
（
子
爵
清
綱
）
、
大
山
格
之
助
（
綱

良
）
、
村
田
新
八
、
関
山
新
兵
衛
、
長
藩
士
桂
小
五
郎
、
野
村
和
作
（
子
爵
靖
）
、
及
び
馬
関

の
白
石
正
一
郎
、
福
岡
藩
士
中
村
円
太
、
鷹
取
養
巴
、
伊
丹
真
一
郎
、
野
村
望
東
尼
等
は
、

(57
)
 

屡
正
顕
が
家
に
会
し
、
国
事
を
論
議
せ
し
が
、
正
顕
亦
常
に
其
密
議
に
与
り
た
り
。

小
松
帯
刀
（
清
廉
）
は
安
政
三
年
(
-
八
五
六
）
正
月
二
十
七
日
肝
付
家
か
ら
小
松
家
に
養
子
入

り
す
る
が
、
そ
れ
以
前
は
肝
付
尚
五
郎
と
名
乗
っ
て
い
た
。
安
政
二
年
五
月
十
八
日
、
尚
五
郎
は

江
戸
詰
を
命
ぜ
ら
れ
て
鹿
児
島
を
出
発
、
江
戸
に
向
か
っ
た
。
十
日
後
の
二
十
八
日
、
尚
五
郎
は

筑
前
黒
崎
宿
に
到
り
、
そ
こ
の
「
薩
摩
問
屋
」
、
す
な
わ
ち
正
顕
の
桜
屋
に
下
関
に
渡
る
船
便
の
手

配
を
求
め
た
が
、
「
船
差
支
」
、
船
便
が
な
か
っ
た
た
め
か
乗
船
で
き
ず
、
「
断
之
証
文
」
を
桜
屋
か

ら
受
け
取
っ
て
黒
崎
の
町
（
田
町
）
で
昼
飯
を
と
り
、
そ
れ
か
ら
小
倉
に
向
か
い
、
同
所
の
薩
摩
藩

(58) 

御
用
達
村
屋
「
村
迫
銀
右
衛
門
」
（
村
上
銀
右
衛
門
）
で
一
泊
。
翌
二
十
九
日
に
小
倉
か
ら
乗
船
し
下

関
に
渡
っ
て
い
る
（
「
薩
摩
問
屋
」
が
桜
屋
で
あ
り
正
顕
と
い
う
こ
と
は
三
で
後
述
す
る
）
。
尚
五
郎

の
ち
の
帯
刀
は
正
顕
と
会
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
正
顕
の
名
前
す
ら
知
ら
な
い
。
ま
た
、
同
じ

く
小
倉
の
薩
摩
藩
御
用
達
村
上
銀
右
衛
門
の
姓
も
「
村
迫
」
と
間
違
え
て
日
記
に
記
し
て
い
る
。
右

[
8
]
は
、
薩
摩
・
長
州
・
福
岡
藩
の
志
士
が
「
正
顕
が
家
」
（
桜
屋
）
で
会
合
し
国
事
を
議
論
し
た
と

す
る
が
、
実
態
は
黒
崎
宿
で
休
憩
・
宿
泊
す
る
客
と
そ
れ
を
も
て
な
す
旅
籠
屋
・
船
問
屋
の
主
人

(60) 

と
い
う
関
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
野
村
望
東

尼
の
事
例
を

[10]
で
後
述
す
る
。

ま
た
、
福
岡
藩
士
は
と
も
か
く
薩
•
長
・
土
の
蕃
士
と
の
交
流
を
強
調
し
て
い
る
の
は
贈
位
申

請
と
も
大
き
く
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
中
枢
に
あ
る
薩
摩
・
長

州
・
土
佐
の
出
身
者
と
の
関
係
性
を
殊
更
強
調
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
薩
・
長
・
土
の
藩

お
う
は
ち
ょ
う

(62)

士
と
の
交
流
は
桜
屋
の
「
桜
砲
帖
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
短
冊
を
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
例

え
ば
実
際
に
和
歌
を
献
じ
、
お
目
見
え
を
し
た
こ
と
が
一
次
史
料
か
ら
わ
か
る
佐
賀
藩
主
鍋
島
直

(63) 

正
（
閑
斐
）
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
、
「
内
申
事
蹟
書
」
、
『
贈
従
五
位
宇

都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
い
ず
れ
に
も
記
述
が
な
い
。

や
は
り
政
府
の
中
枢
に
あ
っ
た
薩
•
長
・
土
の
人

物
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

[
9
]
慶
応
元
年
五
月
福
岡
の
藩
論
一
変
し
加
藤
、
月
形
等
の
勤
王
志
士
、
悉
く
福
岡
に
於
て
幽
閉

せ
ら
る
。
正
顕
も
亦
藩
の
嫌
疑
を
受
け
、
同
年
七
月
二
十
九
日
福
岡
に
召
喚
せ
ら
れ
、
抑
留

拾
余
日
に
及
ぶ
や
、
正
顕
の
知
己
た
る
薩
藩
の
五
卿
警
護
長
関
山
新
兵
衛
の
聞
く
処
と
な
り
、

直
ち
に
出
福
し
、
正
顕
の
為
に
弁
疏
大
に
努
む
。
因
て
僅
か
に
譴
責
に
止
り
、
帰
郷
を
許
さ

(64) 

る
、
を
得
た
り
。

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

右
の
記
述
は
、
正
顕
が
慶
応
元
年
(
-
八
六
五
）
の
「
乙
丑
の
獄
」
で
勤
王
派
と
し
て
何
ら
か
の

(65) 

嫌
疑
を
う
け
、
同
年
七
月
二
十
九
日
に
福
岡
に
召
喚
さ
れ
、
数
日
間
禁
固
さ
れ
た
、
と
す
る
。
こ

の
福
岡
藩
内
の
勤
王
派
処
分
で
の
正
顕
の
罪
状
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
薩
摩
藩
士
関

(66) 

山
新
兵
衛
の
弁
護
に
よ
っ
て
「
譴
責
」
処
分
の
み
で
黒
崎
に
戻
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
、
す
る
。
「乙

(67
)
 

丑
の
獄
」
は
同
年
六
月
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
同
年
十
月
ま
で
に
多
く
の
者
が
処
分
さ
れ
た
が
、

正
顕
に
つ
い
て
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
」
以
外
に
、
こ
の
勤
王
派
処
罰
と
の
関
わ
り
を
示

(68) 

す
も
の
を
見
出
せ
な
い
。

ま
た
次
に
挙
げ
る
の
は
、
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、

(69
)
 

そ
の
も
と
に
な
っ
た
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
に
あ
る
一
文
と
和
歌
で
あ
る
。

[10]
正
顕
母
卜
共
二
藩
庁
ヨ
リ
賞
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
寄
セ
ラ
レ
タ
ル
歌
ノ
―
ニ
ヲ
（
中
略
）

あ
り
か
た
き
つ
ゆ
の
め
く
み
に
は
こ
）
く
さ
野
村
望
東
尼

つ
ね
に
や
春
の
こ
:
ち
し
ぬ
ら
し

(70
)
 

す
な
わ
ち
、
正
顕
が
母
親
に
孝
養
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
を
福
岡
藩
庁
か
ら
褒
賞
さ
れ
た
時
、

野
村
望
東
尼
か
ら
贈
ら
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
先
の
望
東
尼
が
し
ば
し
ば
正
顕
の
家
を
訪
れ
、
国
事

を
論
議
し
て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
以
前
か
ら
親
交
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ

(71
)
 

の
和
歌
が
贈
ら
れ
た
経
緯
は
望
東
尼
の
「
上
京
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

【
史
料
⑤
】
野
村
望
東
尼
「
上
京
日
記
」
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
十
一
月
二
十
六
日
条

廿
六
日
は
、
黒
崎
の
桜
屋
に
や
ど
る
。
こ
の
い
へ
人
、
お
や
子
む
つ
ま
し
き
こ
と
ゞ
も
、
上

に
き
こ
え
上
ら
れ
て
、
あ
り
が
た
き
仰
せ
こ
と
を
も
あ
り
し
よ
し
。
そ
の
よ
ろ
こ
び
に
母
な

る
者
、
母
子
京
の
う
た
よ
み
し
こ
と
ゞ
も
い
ひ
て
、
そ
の
い
は
ひ
の
心
を
よ
み
て
よ
と
、
こ

ひ
け
れ
ば
、

あ
り
が
た
き
つ
ゆ
の
め
ぐ
み
に
は
、
こ
ぐ
さ
つ
ね
に
や
春
の
こ
:
ち
し
ぬ
ら
し

す
な
わ
ち
、
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
十
一
月
二
十
六
日
、
望
東
尼
が
上
京
の
途
上
、
黒
崎
宿
の

桜
屋
に
投
宿
し
た
。
そ
の
折
、
正
顕
の
母
が
望
東
尼
に
一
首
を
強
く
所
望
し
た
た
め
、
望
東
尼
が

右
の
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
上
京
日
記
」
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
望
東
尼
は
正

顕
と
知
り
合
い
で
は
な
く
、
上
京
す
る
際
に
た
ま
た
ま
宿
泊
し
た
旅
籠
屋
の
主
人
と
客
の
関
係
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
以
後
、
望
東
尼
と
正
顕
が
懇
意
と
な
っ
た
と
い
う
史
料
は
今
の
と

こ
ろ
見
出
せ
な
い
。

最
後
に
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
三
点
の
文
書
を
掲
げ
る
が
、
そ

(72
)
 

の
三
点
と
も
「
宇
都
宮
文
書
」
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

[11]
遠
賀
郡
黒
崎
田
町
庄
屋
舷
庄
屋
兼

（守

友

隆

）
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評の王地と家教一こか八
た価リ家域の三育面れら月右
だは 1 天の評ー t~
‘決ダ→ リ価尊-

‘らも の 候配

贋し 1 尊 1 が王
熱奉の確明三壬也下
、ノ‘

位て‘王ダ
田心ム史認治点申‘之

~ 

以彼勤思 1 般、I.!,ヽ

詣で人料で五の正 子

後の王想と化
がぁをかき年史月 弟

も評・ がいし篤つ
大らる＾料

正価維篤うて< t 
つ切わこ一

、二にかと八、
は斎

顕を新← 評い
教

の下にい価る諸面
するか也）ii~ 導

勤げお人がが藩な
るのら、 ck 懇

王るけ物妥‘のど
慈は 文 ニ

家もると当右勤で
愛‘正孟久 致

とのバいで t~ 王
に黒顕正元 呉

しでツうは拳塁
ぁ満崎の 年
るち宿個

月候

＾ てはクよなげ翌 ゜たの性
の＿段

のなボりかた 正一宿を
も八 相

顕い 1 むろ性
と の十違

彰 ° ンしう格
交顕岡役端とハ

が とろかを
流は 人殷推こ 手

行 い地よも；五篇［犀門胃 堕
わ う域勤つこ8王にてしれ九

埠古
ニ海

， す 精る月 者璽
令• ，ヽ ぐ励か。

っ
候文

;., れ、l各圭こ元
じ； イ

得
‘勤ロ

｛ 地す頼
れ酋 共

頃

' ~~ 炉 J.r;ヽ域る の年
でら冗 塁

声恥~~ !~1!~ 塁
叫如心心 に孝□一ハ

ャ 五
ノー 四 十

［図版②】「宇都宮正顕翁碑」（平成
対イ丁 次- 疋ぁ

22年5月3日築者撮影） る
す者史甲 相
るの。料子 与

大
庄
屋
格古

海
次
郎
兵
衛

年
来
受
持
筋
出
精
相
勤
、
勤
向
功
者
二
有
之
、
宰
判
方
行
届
、
且
幼
年
之
頃
ヨ
リ
両
親
江
事

ヘ
方
宜
、
父
相
果
候
後
追
孝
之
志
も
厚
く
、
家
内
睦
し
く
相
暮
、
召
仕
之
者
を
も
相
労
候
段

彼
是
相
達
奇
特
之
至
リ
及
御
沙
汰
候
、
依
之
格
別
を
以
枠
代
迄
て
大
庄
屋
格
二
申
付
候
事
、

酉
九
月

遠
賀
郡
黒
崎
田
町
庄
屋

大
庄
屋
格

古
海
与
次
兵
衛

当
時
勢
二
付
、
役
筋
ヨ
リ
申
含
候
御
用
向
無
手
抜
取
調
子
、
且
下
関
辺
江
も
差
越
候
処
、
不

容
易
折
柄
数
日
相
滞
深
く
心
を
用
致
御
用
達
、
別
而
骨
折
候
段
相
達
及
御
沙
汰
候
、
依
之
為

御
褒
美
米
四
俵
及
頂
戴
申
付
候
事
、

(73
)
 

子
八
月

（
守
友
隆
）

御
用
達
筑
前
黒
崎桜

屋
東
四
郎

れ
、
河
頭
山
（
ご
う
と
う
や
ま
・
現
北
九
州
市
八
幡
西
区
）
に
は
広
田
弘
毅
の
書
に
よ
る
石
碑
（
【
図

版
②
】
参
照
）
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宇
都
宮
正
顕
翁
碑
広
田
弘
毅
書
」
と
あ
る
下
に
は

三
条
実
美
と
正
顕
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
和
歌
二
首
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
は
「
皇
紀
二
千
五

百
九
十
九
年
」
す
な
わ
ち
昭
和
十
四
年
(
-
九
三
九
）
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
、
同
石
碑
に
刻
ま
れ

(75
)
 

て
い
る
。
こ
れ
は
「
勤
王
家
」
11

「
為
政
者
が
理
想
と
す
る
国
民
像
」
、
と
い
う
考
え
か
ら
建
て
ら
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
首
相
経
験
者
で
あ
る
広
田
弘
毅
の
書
に
よ
る
こ
と
は
大
き
な
影
響
力

を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

黒
崎
宿
薩
摩
屋
・
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
に
つ
い
て

(76
)
 

黒
崎
宿
の
薩
摩
屋
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
し
か
し
薩
摩
屋
は
「
福
岡
藩
旅
籠
屋
号
帳
」
に
も

(77) 

記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
黒
崎
に
は
薩
摩
屋
が
あ
り
、
あ
る
時
期
か
ら
は
桜
屋
が
薩
摩
屋
で

あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
⑥
】
「
宇
都
宮
文
書
」
一
四
六
四

御
用
達
筑
前
黒
崎
湊
桜
屋
東
四
郎
乍
恐
御
伺
奉
申
上
口
上
覚

一
薩
州
様
御
趣
意
二
而
御
領
内
之
仁
、
往
返
之
節
、
当
所
・
小
倉
・
大
里
三
ヶ
所
二
而
用
達
之

者
ヨ
リ
荷
物
・
人
物
等
厳
重
二
相
調
子
、
下
関
出
張
所
江
相
届
候
様
兼
而
相
達
被
置
候
、
依

之
同
国
ヨ
リ
上
京
之
同
行
衆
甚
心
痛
被
致
候
趣
承
知
仕
候
、
当
所
二
而
私
別
名
薩
摩
屋
仁
右

衛
門
と
相
唱
、
同
国
用
達
兼
勤
罷
在
候
二
付
、
無
拠
乗
船
之
同
行
衆
相
調
子
、
下
関
出
張
所

江
添
書
差
出
居
申
候
、
尤
御
殿
御
用
達
蒙
仰
是
迄
難
有
家
名
相
続
仕
居
候
儀
二
付
、
柳
御
同

行
衆
之
妨
二
不
相
成
様
手
安
執
計
居
申
候
、
然
ル
ニ
同
国
御
同
行
衆
或
ハ
肥
後
領
又
ハ
相
良

領
杯
と
被
相
唱
私
宅
江
休
泊
無
之
、
密
々
乗
船
二
相
成
、
下
関
二
而
同
国
見
聞
役
ヨ
リ
見
咎

二
相
成
、
国
許
江
被
差
下
候
様
之
儀
御
座
候
由
、
小
倉
・
大
里
江
ハ
右
見
聞
役
井
手
筋

□

毎
々

渡
海
二
相
成
、
別
而
調
子
方
厳
重
二
御
座
候
、
右
二
付
、
以
後
同
国
之
御
同
行
衆
当
所
江
休

泊
乗
船
致
候
節
ハ
、
私
宅
江
立
寄
被
下
候
ハ
ヽ
、
聯
無
妨
様
手
数
仕
度
、
自
然
差
支
御
座
候

節
ハ
、
別
家
江
休
泊
執
計
申
候
、
前
断
之
通
年
来
御
殿
御
出
入
被
仰
付
置
候
儀
二
付
、
御
同

行
衆
少
茂
無
御
懸
念
■

■

入
来
被
成
下
候
様
乍
恐
御
裁
許
被
仰
付
可
被
為
下
候
、
奉
願
上

候
、
以
上
、

（
一
八
五
三
）

嘉
永
六
年
丑
三
月

(78
)
 

六
條
御
殿
御
内

石

小

右

衛

門

様

ー

「
謄従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
—

7
 



筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

ー
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

右
の
史
料
は
六
條
御
殿
御
用
達
の
桜
屋
東
四
郎
（
正
顕
）
が
六
條
御
殿
の
寺
侍
と
推
測
さ
れ
る
人

物
に
宛
て
た
口
上
覚
の
控
え
で
あ
る
。
桜
屋
は
薩
摩
藩
の
御
用
達
を
務
め
る
一
方
、
薩
摩
藩
で
激

(79
)
 

し
い
弾
圧
を
受
け
た
、
「
六
條
御
殿
」
と
出
て
く
る
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
）
の
御
用
達
も

(80
)
 

務
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
薩
摩
藩
領
の
「
同
行
衆
」
（
門
徒
衆
）
は
肥
後
・
相
良
領
の
者
な
ど
と
称

し
て
桜
屋
に
休
泊
し
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
門
徒
衆
に
関
し
て
無
事
京
都
に
上
れ
る
よ
う
に
す

る
の
で
、
「
六
条
御
殿
」
の
ほ
う
か
ら
薩
摩
の
門
徒
衆
に
桜
屋
に
休
泊
す
る
よ
う
伝
え
る
よ
う
願
い

出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
正
顕
は
、
薩
摩
藩
と
西
本
願
寺
双
方
の
御
用
達
を
務
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
旅
客
の
確
保
に
努
め
て
い
た
の
だ
が
、
門
徒
衆
の
休
泊
・
乗
船
は
そ
れ
ほ
ど
桜
屋
に
と
っ
て
大

き
な
収
入
源
だ
っ
た
の
か
。
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
多
く
の
人
々
が
旅
へ
出
、
京
都
の
本
願
寺
参

(81
)
 

詣
も
そ
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
薩
摩
藩
御
用
達
を
剥
奪
さ
れ
る
危
険
を
お
か
し
て
ま
で
門

徒
衆
の
休
泊
を
確
保
し
た
い
の
は
、
そ
れ
な
り
の
利
益
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
正
顕
の
大
胆

さ
、
し
た
た
か
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
で
あ
る
。

こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
の
は
、
右
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
桜
屋
は
薩
摩
藩
の
御
用
を
務
め
る
と

き
に
は
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桜
屋
東
四
郎
、

こ
の
と
き
の
桜
屋
当
主
は
正
顕
で
あ
る
か
ら
、
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
11

桜
屋
東
四
郎
11

古
海
（
宇
都

宮
）
正
顕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
「
古
海
氏
系
譜
抄
」
（
『
八
幡
市
史
』
）
に
「
薩
州
ノ
宿
本
陣
ヲ
命
セ
ラ
ル
。
家
号
ヲ
薩
摩
屋

(82
)
 

卜
唱
ヘ
シ
モ
、
肥
前
肥
後
二
藩
ノ
宿
本
陣
ヲ
命
セ
ラ
ル
、
二
及
ヒ
、
桜
屋
卜
改
ム
。」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
事
実
と
は
認
め
が
た
い
。
黒
崎
宿
に
お
い
て
「
薩
摩
屋
」
の
屋
号
、
「
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
」
の

名
乗
り
は
「
薩
州
御
用
達
」
を
務
め
る
も
の
が
襲
名
す
る
も
の
で
、
あ
る
家
に
代
々
受
け
継
が
れ
る

屋
号
・
名
乗
り
で
は
な
い
。
歌
舞
伎
役
者
の
片
岡
孝
夫
（
本
名
で
あ
り
、
か
つ
前
芸
名
）
が
「
十
五

代
目
片
岡
仁
左
衛
門
」
と
い
っ
た
よ
う
に
名
乗
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
天
保
十
五
年
(
-
八

四
四
）
五
月
、
長
崎
屋
仁
右
衛
門
（
本
名
、
与
次
右
衛
門
）
か
ら
桜
屋
東
四
郎
（
古
海
正
顕
）
は
「
薩

州
御
用
達
」
の
株
と
と
も
に
「
薩
摩
屋
」
の
屋
号
、
「
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
」
の
名
乗
り
を
引
き
継
い

(83
)
 

で
い
る
の
で
あ
る
。
義
顕
の
父
、
二
十
四
代
吉
顕
が
鳴
水
村
か
ら
黒
崎
宿
に
移
り
、
別
家
を
建
て

(84
)
 

桜
屋
と
号
し
た
と
い
う
の
が
正
確
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
天
保
十
五
年
五
月
以
前
は

(85
)
 

薩
摩
屋
仁
右
衛
門
11

長
崎
屋
与
次
右
衛
門
で
、
そ
れ
以
後
は
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
11

桜
屋
東
四
郎
（
正

(86
)
 

顕
）
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
八
幡
市
史
」
の
記
述
に
あ
る
「
薩
州
ノ
宿
本
陣
」
は
「
薩
州
御
用
達
」
と
同
義
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
宿
本
陣
」
と
い

う
と
、
藩
主
が
宿
泊
す
る
宿
泊
施
設
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
福
岡
藩
の
宿
で
は

藩
主
が
投
宿
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
藩
営
の
御
茶
屋
（
五
街
道
の
本
陣
に
相
当
）
か
町
茶
屋
（
藩
に

(87
)
 

御
茶
屋
に
準
ず
る
格
を
与
え
ら
れ
た
宿
。
五
街
道
の
脇
本
陣
に
相
当
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
「
肥
前
肥
後
二
藩
の
宿
本
陣
」
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
九
月

(88
)
 

十
七
日
、
桜
屋
は
「
肥
州
御
用
達
」
す
な
わ
ち
肥
前
佐
賀
藩
の
御
用
達
を
拝
命
し
、
同
年
九
月
二

十
九
日
、
佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正
（
閑
斐
）
は
上
洛
の
途
上
黒
崎
宿
で
一
泊
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
宿

泊
し
た
の
は
桜
屋
で
な
く
御
茶
屋
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
藩
「
御
用
達
」
の
旅
籠
屋
で
あ
っ
て
も

藩
主
が
泊
ま
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
桜
屋
は
肥
後
熊
本
藩
の

「御
借
船
御
用
達
」
を
拝
命

(89
)
 

し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
管
見
の
限
り
「
肥
後
御
用
達
」
は
拝
命
し
て
い
な
い
。
た
だ
肥

(90
)
 

後
熊
本
藩
の
支
藩
宇
土
藩
の
御
用
達
は
拝
命
し
て
い
る
。

「
宿
本
陣
」
と
記
さ
れ
た
の
は
、
桜
屋
が
庶
民
の
旅
人
を
主
な
客
層
と
し
た
純
然
た
る
旅
籠
屋
と

い
う
よ
り
も
、
諸
藩
の
家
中
な
ど
を
主
な
客
層
と
し
た
、
町
茶
屋
格
的
（
脇
本
陣
格
的
）
な
黒
崎
宿

で
も
大
き
な
旅
籠
屋
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
藩
の
「
宿
本
陣
」
と
い
う
表
現
は

(91
)
 

誤
解
を
招
き
や
す
く
、
か
つ
桜
屋
は
肥
後
（
熊
本
）
藩
の
「
御
借
船
御
用
達
」
で
あ
っ
て
御
用
達
で

は
な
い
の
で
、
「
肥
後
の
宿
本
陣
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。

(92
)
 

加
え
て
、
桜
屋
は
長
崎
屋
で
あ
っ
た
と
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
。
た
し
か
に
桜
屋
は
天
保
十
五

年
(
-
八
四
四
）
五
月
、
「
薩
州
御
用
達
」
の
株
と
と
も
に
「
長
崎
糸
荷
物
定
宿
」
の
株
も
譲
渡
さ
れ

て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
天
保
十
五
年
以
降
の
「
宇
都
宮
文
書
」
の
な
か
に
桜
屋
が
「
長
崎
屋
」
の

屋
号
を
使
用
し
、
「
長
崎
屋
」
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。
さ
ら
に
、
『
黒
崎
学

校
百
年
史
』
に
あ
る
古
老
藤
野
氏
の
懐
古
談
「
ア
、
藤
野
氏
の
明
治
初
期
の
思
い
出
」
に
「
明
治
七
（
一

八
七
四
筆
者
註
）
年
、
田
町
の
長
崎
屋
が
、
空
屋
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
借
り
て
、
学
校
に
し

(93
)
 

て
い
た
。」
と
あ
り
、
明
治
期
も
家
業
を
続
け
て
い
る
桜
屋
が
空
屋
に
な
る
は
ず
も
な
く
、
桜
屋
と

長
崎
屋
は
別
の
商
家
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
宇
都
宮
正
顕
像
は
『
謄
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
同
書
は
正
顕
の
孫
、
朝
顕
が
祖
父
に
対
す
る
贈
位
を
願
っ
て
作
成
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
を
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
事
例
か
ら
幕
末

・維
新
の
「
勤
王
家
」
、
「
志
士
」
像
形
成
の
一

端
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
正
顕
の
「
勤
王
家
」
像
は
朝
顕
の
『
小
伝
』
作
成
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
正
顕
へ
の
贈
位
、
正
顕
を
勤
王
家
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
宇
都
宮
家
の

人
々
と
当
時
の
政
府
の
思
惑
が

一
致
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時

の
政
府
と
し
て
も
国
民
教
化
の
た
め
、
各
地
域
に
「
勤
王
家
」
を
創
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
府

(94
)
 

に
と
っ
て
あ
る
べ
き
「
国
民
像
」
、
「
臣
民
像
」
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し

て
歴
史
研
究
者
も
そ
の
影
響
を
近
年
ま
で
受
け
続
け
て
、
宇
都
宮
正
顕
が
旅
籠
屋
で
あ
っ
た
こ
と

お
わ
り
に

（
守
友
隆
）
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筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

10 9 

註
6
前
掲
書

註
5
前
掲
書

8
 

7
 

6
 

二
0
0
一
年
、
講
談
社
。
正
顕
に
つ
い
て
、
辞
典
の
典
拠
と
推
測
さ
れ
る
「
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
」

に
「
勤
王
ノ
志
ヲ
抱
キ
慨
世
憂
國
ノ
念
制
シ
難
ク
常
二
俗
論
ヲ
排
斥
シ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
彼
が
勤
王
・
尊

王
の
志
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
攘
夷
思
想
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
史
料
か
ら
見
出
せ
な
い
。

こ
の
辞
典
の
記
述
は
尊
王
と
尊
攘
を
穿
き
違
え
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

吉
田
常
吉
分
担
執
筆
「
宇
都
宮
正
顕
」
（
二

0
0
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）

註
1
.
3
前
掲
書

註
2
.
3
.
4
前
掲
書

こ
の
宇
都
宮
東
四
郎
は
実
名
を
朝
顕
、
正
顕
の
孫
に
あ
た
る
（
【
宇
都
宮
（
古
海
）
家
系
図
】
参
照
）
。

「
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
」
は
「
八
幡
市
史
』
(
-
九
三
六
年
、
福
岡
県
八
幡
市
役
所
、
五
六
一
ー
五
六

七
頁
）
に
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

宇
都
宮
家
所
蔵
史
料

北
九
州
市
八
幡
西
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
郷
土
資
料
室
寄
託
「
宇
都
宮
文
書
」
七
七

0
。

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

24 23 、 、
る。 い

る
。

22 

(
5
 

loo) 

で
あ
る
。

（
守
友
隆
）

故
宇
都
宮
正
顕
没
後
一

0
五
年
に
し
て
従
五
位
を
追
贈
さ
れ
る
。
」
。
管

―
一
九
六

4
 

3
 

一
九
九
一
年
、
新
潮
社

2
 

は
正
顕
の
事
績
と
し
て
記
す
け
れ
ど
も
、
桜
屋
と
い
う
屋
号
や
、
桜
屋
東
四
郎
と
い
う
名
乗
り
は

【表
②
】
に
掲
げ
た
十
三
の
文
献
の
う
ち
、
た
っ
た
―
つ
に
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宇
都
宮
正
顕

と
桜
屋
東
四
郎
は
別
人
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
桜
屋
が
拝
命
し
た
諸
藩
の
「
定
宿
」
、

「
借
船
御
用
達
」
、
「
御
用
達
」
の
職
掌
、
そ
の
拝
命
年
次
な
ど
も
整
理
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
桜
屋
が
薩
摩
藩
御
用
達
の
株
を
譲
り
受
け
、
薩
摩
藩
御
用
達
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
と
し
て
活

動
し
た
こ
と
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
情
報
が
正
顕
の

人
物
像
を
描
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
の
は
論
を
侯
た
な
い
。

た
だ
、
正
顕
の
「
勤
王
家
」
、
「
志
士
」
と
し
て
の
一
面
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、

彼
の
実
像
は
、
能
吏
、
す
ぐ
れ
た
宿
役
人
、
旅
籠
屋
・
船
問
屋
経
営
者
、
地
域
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
、

と
い
っ
た
言
葉
で
も
表
現
で
き
る
。
こ
う
し
た
多
面
性
が
単
に
「
勤
王
家
」
と
い
う
言
葉
―
つ
で
片

付
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、
か
え
っ
て
正
顕
の
事
績
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
る
。

正
顕
は
宿
庄
屋
・
船
庄
屋
、
旅
籠
屋
・
船
問
屋
主
人
、
藩
御
用
達
と
い
う
立
場
で
幕
末
期
に
重
要

(95
)
 

な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

註(1
)
 半

田
隆
夫
分
担
執
箪
「
宇
都
宮
正
顕
」
(
-
九
九
四
年
、
新
人
物
往
来
社
）

21 

一
九
八
一
年
、
吉
川
弘
文
館

復
刻
版
。
一
九
七
九
年
、
平
凡
社

20 19 

福
本
日
南
は
、
明
治
・
大
正
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
党
政
治
家
、
史
論
家
。
初
名
は
巴
、
の
ち
に
誠
と

改
め
る
。
詳
細
は
佐
藤
能
丸
分
担
執
筆
「
福
本
日
南
」
（
「
国
史
大
辞
典
』
）
を
参
照
。

国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
本
館
2
A
|
0
4
0
|
0
5
・
贈
位
0
0
0
1
3
1
0
 o) 

大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
十
一
月
十
日
、
京
都
で
即
位
礼
が
行
わ
れ
、
こ
の
日
、
贈
位
、
叙
位
叙
勲
、
恩
赦
、

賑
憧
な
ど
の
恩
典
も
行
わ
れ
た
。
古
川
隆
久
氏
は
、
こ
れ
ら
を
「
主
君
の
威
光
を
示
す
行
為
の
一
環
」
と
さ
れ
る

（古
川
隆
久

「
大
正
天
皇
』
、
二

0
0
七
年
、
吉
川
弘
文
館
、
一
五
七
＼
一
五
九
頁
）
。

(18) 
こ
の
陸
軍
特
別
大
演
習
は
大
正
天
皇
統
裁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
加
藤
稲
穂
分
担
執

方
を
舞
台
に
し
た
大
正
五
年
の
陸
軍
特
別
大
演
習
」
（
『
地
方
史
ふ
く
お
か
』
第
一
三
七
号
、
二

0
0
八
年
、
福
岡

県
地
方
史
研
究
連
絡
協
議
会
）
を
参
照
。

中
村
崇
高
氏
に
よ
る
と
、
「
大
演
習
で
は
地
域
の
偉
人
や
史
蹟
を
顕
彰
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
」
と
兵
庫
県
の

事
例
を
も
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
中
村
崇
高

「
大
正
八
年
陸
軍
特
別
大
演
習
と
兵
庫
県
」
〔
「
東
洋
大
学
人
間
科

学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
五
号
、
二

0
0
六
年
、
東
洋
大
学
人
間
科
学
総
合
研
究
所
〕
）
。
ま
た
、
福
岡
県
立
図

書
館
郷
土
資
料
室
に

「
大
正
五
年
九
州
大
演
習
二
付
功
労
者
顕
彰
調
書
」
（
秋
月
資
料
・
山
田
文
庫
―
二
）
（
K
2

5

0
/
2
9
1
／
ア
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
大
演
習
に
際
し
て
の
顕
彰
（
贈
位
）
の
た
め
の
調
書

宇
都
宮
家
所
蔵
史
料

一
九
八
二
年
、
西
日
本
新
聞
社
）
、
石
瀧
豊
美
「
福
岡
地

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
御
成
婚
贈
位
事
蹟
内
申
書
十
六
」
（
本
館
ー
2
A
|
0
4
0
|
0
5
・
贈
位
0
0
1
0
8
 

「
宇
都
宮
文
書
」
七
七
二
。
同
書
は
「
八
幡
市
史
』
(
-
九
三
六
年
、
福
岡
県
八
幡
市
役
所
）
に
も
収
録
さ
れ
て

「
宇
都
宮
文
書
」
―
―
九
五
、

元
八
幡
郷
土
史
会
顧
問
•
前
山
利
治
氏
資
料
。
前
山
氏
の
文
章
は
以
下
の
通
り
。
「
大
正
十
二
年

一
九
二
三

六
月
十
五
日
宇
都
宮
東
四
郎
に
対
し
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
か
ら
借
金
依
頼
が
あ
り
、
そ
の
借
用
証
書
が
あ
る
。

六
月
二
十
四
日
東
四
郎
宛
に
副
島
善
之
進
外
よ
り
、
献
金
依
頼
が
あ
っ
た
り
し
て
い
る
。
大
正
に
入
っ
て
東
四

郎
家
格
を
上
げ
る
た
め
に
東
奔
西
走
、
あ
ち
こ
ち
に
対
し
て
運
動
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
成
果
が
次
の
結

果
と
し
て
で
て
来
た
。
大
正
十
三
年

見
の
限
り
借
金
依
頼
の
借
用
証
書
は
見
出
せ
ず
、
同
年
同
月
同
日
付
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
か
ら
宇
都
宮
東
四

郎
（
朝
顕
）
宛
て
の
史
料
借
用
証
書
（
「
宇
都
宮
文
書
」
―
―
九
八
）
の
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
山
氏
は

史
料
借
用
証
書
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
れ
ず
、
借
金
依
頼
の
借
用
証
書
の
こ
と
の
み
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
借
金
依
頼
の
証
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
贈
位
の
舞
台
装
置
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
も
の
で
あ

筆
「
陸
軍
特
別
大
演
習
」
（
「
福
岡
県
百
科
事
典
』
下
巻
、

17 16 15 
ヽ

，
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ヽ

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(28) 

(29) 

(30) 
27 26 

史
談
』
の
誤
植
か
、
と
さ
れ
る
（
註
3
6
前
掲
力
武
氏
論
文
）
。

(50) 

一
三
五

・
一
三
六
頁
）
。

註
1
2
前
掲
書
五
六
三
頁

註
3
3
前
掲
書
一
四
頁

註
l
2
前
掲
書
五
六
三
・
五
六
四
頁

坂
根
義
久
校
注
『
東
洋
文
庫
一
六
八

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

柴
田
駒
三
郎
の
詳
細
は
「
大
正
人
名
辞
典
』
上
巻
(
-
九
八
七
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
七
四
七
頁
、

「昭
和

人
名
辞
典
』
第
一
巻
〔
東
京
編
〕
（
一
九
八
七
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
四
八
五
頁
を
参
照
。

春
山
育
次
郎
「平
野
國
臣
伝
』
(
-
九
二
九
年
、
平
凡
社
）
一
三
六
頁
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「竹

崎
の
白
石
正
一
郎
の
留
守
宅
を
宿
っ
た
月
照
主
従
海
江
田
北
條
の
一
行
四
人
は
、
翌
十
月
二
日
の
朝
早
く
一
艘

と
も
づ
な

の
漁
舟
を
雇
入
れ
、
白
石
が
家
の
水
門
よ
り
績
を
解
い
て
海
峡
を
越
え
、
小
倉
の
地
方
を
通
ら
な
い
で
、
直
に

筑
前
の
領
内
を
指
し
、
遠
賀
郡
の
戸
畑
浦
か
ら
上
陸
し
ま
し
た
。
当
時
下
関
よ
り
九
州
へ
行
く
旅
客
は
、
豊
前

の
大
里
に
渡
る
の
を
通
例
と
し
、
直
に
筑
前
の
領
内
へ
入
る
人
は
、
大
概
黒
崎
へ
船
を
着
け
た
と
云
ひ
ま
す
か

ら
、
こ
れ
も
ヤ
ハ
リ
世
間
の
耳
目
を
避
け
て
、
態
と
便
利
の
悪
い
戸
畑
の
浦
か
ら
上
が
っ
た
も
の
と
見
え
ま
す
。

戸
畑
浦
か
ら
博
多
ま
で
は
、
9

県
ツ
直
に
本
街
道
を
西
行
し
た
の
敗
、
多
少
は
迂
路
を
取
っ
て
踪
跡
を
晦
ま
し
た

の
欺
そ
れ
は
分
り
か
ね
ま
す
が
、
此
日
は
夜
白
兼
行
を
し
て
無
理
に
急
い
だ
模
様
で
、
青
柳
駅
の
旅
店
大
森
甚

兵
衛
と
云
ふ
者
の
家
に
宿
り
ま
し
た
。
翌
日
は
夜
を
籠
め
て
青
柳
を
出
て
、
天
の
猶
ほ
明
け
な
い
う
ち
に
、
早

く
博
多
へ
着
い
た
の
で
、
或
は
宿
っ
た
と
云
ふ
よ
り
も
、
暫
く
休
ん
だ
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
博

多
大
浜
の
北
條
の
家
に
着
い
た
の
は
、
三
日
の
暁
方
で
あ
り
ま
し
た
。
」
。
ま
た
、

「平
野
國
臣
伝
記
及
遺
稿
【
復

刻
版
】
』
(
-
九
八

0
年
、
象
山
社
、
四
ニ
・
四
三
頁
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
「
翌
二
日
漁
舟
を
倣
ひ
、
海

峡
を
越
え
て
密
に
筑
前
の
戸
畑
浦
に
着
し
、
三
日
の
暁
天
博
多
に
抵
り
、
直
に
北
條
の
家
に
入
る
。
」
。

友
松
園
諦
『
月
照
』
(
-
九
八
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
一
五
一
頁

「明
治
維
新
人
名
辞
典
』
(
-
九
八
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
四
六
頁
の
「
有
村
雄
助
」
の
項
。
吉
田
常
吉
分
担
執

青
木
周
蔵
自
伝
』
一
九
七

0
年
、
平
凡
社
、

―
―
ー
ニ
ニ
頁

近
藤
典
二
『
筑
前
の
街
道
』
(
-
九
八
五
年
、
西
日
本
新
聞
社
）
二
三
頁
、
力
武
豊
隆
「
長
州
で
の
月
形
洗
蔵
に

つ
い
て
②
i
「
黒
崎
駅
番
所
」
事
件
＼
」
（
『
筑
前
維
新
史
』
第
―
二
号
、
一
九
九
七
年
、
筑
前
維
新
史
研
究
会
）

(37)

永
野
良
造
「
加
藤
司
書
逸
話
の
記
事
に
就
て
」
（
「
筑
紫
史
談
』
第
六
集
、
大
正
四
年
(
-
九
一
五
）
八
月
二
十
日
、

筑
紫
史
談
会
、
八
七
頁
）
。
永
野
氏
は
「
黒
崎
駅
番
所
」
事
件
を
「
十
一
月
」
の
こ
と
と
す
る
。

力
武
氏
は
「
十
一
月
」
は
、
目
撃
者
で
あ
る
永
野
良
造
の
「
十
二
月
」
一
日
の
記
憶
違
い
か
、
あ
る
い
は

「筑
紫

こ
れ
に
は
異
説
が
あ
り
、
笠
鏃
・
加
幡
弓
枝
「
加
藤
司
書
入
牢
三
日
間
の
記
事
」
（
『
筑
紫
史
談
』
第
五
集
、
大

「
宇
都
宮
文
書
」
七
六
四
「
日
記
」

註
1
2
前
掲
書
五
六
三
頁

「
宇
都
宮
文
書
」
―
二
五
六

註
1
2
前
掲
書
五
六
三
頁

筆
「
桜
田
門
外
の
変
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
）

註
1
2
前
掲
書
五
六
ニ

・
五
六
三
頁

43 
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正
四
年
(
-
九
一
五
）
五
月
十
五
日
、
筑
紫
史
談
会
、
七
三
・
七
四
頁
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
浦
麟
太
郎

氏
（
大
組
―
二

0
0
石
立
花
甚
兵
衛
の
附
属
）
の
証
言
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
。
「
浦
氏
曰
く
、

立
花
氏
は
加
藤
氏
と
共
に
国
端
固
め
と
し
て
黒
崎
駅
に
出
張
せ
ら
る
、
故
に
予
等
も
随
従
せ
り
、
立
花
氏
の
宿

所
は
同
駅
郡
屋
な
り
、
加
藤
氏
の
宿
所
は
桜
屋
と
て
宿
庄
屋
な
り
、
或
日
加
藤
氏
は
月
形
洗
蔵
氏
と
共
に
何
れ

へ
か
赴
か
ん
と
せ
ら
れ
し
が
加
藤
氏
は
駕
籠
、
月
形
氏
は
宿
安
駄
に
乗
れ
り
、
当
日
雨
天
な
り
し
が
桜
屋
主
人

下
駄
を
穿
ち
な
が
ら
道
案
内
を
な
さ
ん
と
出
で
来
り
し
を
、
月
形
氏
之
を
見
る
や
、
直
に
安
駄
よ
り
飛
び
下
り
、

爾
ぢ
不
埒
者
め
と
高
声
に
呼
ば
は
り
刀
を
抜
て
将
に
之
を
斬
ら
ん
と
す
る
一
刹
那
、
加
藤
氏
之
を
制
し
、
月
形

氏
待
て
待
て
と
止
め
ら
れ
、
桜
屋
は
危
き
生
命
を
助
か
る
こ
と
を
得
た
り
、
予
時
に
十
六
歳
、
眼
前
に
実
見
し

殆
ど
戦
慄
せ
ん
と
す
、
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、
永
野
良
造
氏
は
、
同
氏
の
父
足
軽
頭
永
野
武
左
衛
門
氏
の
組
子

で
あ
っ
た
足
軽
白
石
半
次
郎
氏
も
、
黒
崎
駅
番
所
で
の
事
件
を
目
撃
し
た
が
、
「
氏
（
白
石
氏

鏃
氏
）
の
記
事
に
は
相
違
の
点
あ
る
旨
を
申
し
述
べ
ら
れ
た
り
。
且
戸
籍
面
に
依
れ
ば
、
当
時
氏
（
笠
氏
）
は
十

三
歳
な
り
。
当
時
の
藩
制
、
子
弟
十
五
歳
以
上
な
ら
で
は
、
父
兄
の
附
添
等
と
し
て
、
公
事
の
場
所
に
出
張
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
。
妾
何
等
か
氏
（
笠
氏
）
の
記
憶
違
ひ
と
認
む
。」
と
記
し
、
浦
氏
の
証
言
に
基
づ
く
笠
氏

「
宇
都
宮
文
書
」
二
四

「
宇
都
宮
文
書
」
七
六
四
、
天
保
九
年
(
-
八
三
八
）
の
正
顕
の
日
記
、
四
月
一
日
条
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。
「
四
月
朔
日

0
親
父
改
名
彦
九
郎
行
年
四
十
九
オ
自
己
授
名
藤
四
郎
家
得
相
績
」
と
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
古
海
家
の
家
督
、
ま
た
桜
屋
主
人
は
「
東
四
郎
」
を
名
乗
る
の
が
同
家
の
慣
例
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

鍋
島
直
正
（
閑
斐
）
は
同
年
文
久
元
年
(
-
八
六
一
）
十
一
月
に
致
仕
、
隠
居
し
て
い
る
（
木
原
浦
幸
分
担
執
華

宇
都
宮
家
所
蔵
史
料

「
鍋
島
直
正
」
〔
「国
史
大
辞
典
』
〕
）
。

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 
霞
会
館
華
族
資
料
調
査
委
員
会
編
『
東
久
世
通
蒻
日
記
』
上
巻
、

一
九
九
二
年
、
霞
会
館
、
四
五
五
頁

迎
陽
亭
（
こ
う
よ
う
て
い
）
は
文
化
元
年
(
-
八

0
四
）
創
業
の
長
崎
に
あ
る
料
亭
。
明
治
二
十
三
年
(
-
八
九

0
)
明
治
天
皇
佐
世
保
行
幸
の
際
、
主
人
杉
山
吉
太
郎
は
御
用
品
調
達
を
命
ぜ
ら
れ
た
（
永
島
正
一
分
担
執
筆
「
迎

陽
亭
」
〔
長
崎
新
聞
社

・
長
崎
県
大
百
科
事
典
出
版
局
編
『
長
崎
県
大
百
科
事
典
』
一
九
八
四
年
、
長
崎
新
聞
社
、

三
一
四
頁
〕
）
。
ま
た
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
は
こ
こ
を
宿
泊
所
に
指
定
し
た
（
「
長
崎
事
典
・
風
俗
文
化
編
』
第
三
版
、

一
九
八
八
年
、
長
崎
文
献
社
、

松
井
楼
は
桜
屋
の
同
族
で
、
若
松
に
あ
る
（
「
九
州
日
報
」
明
治
四
十
二
年
(
-
九

0
九
）
八
月
三
十
日
の
記
事

42 41 、、 40)

註
3
6
カ
武
氏
前
掲
論
文

註
1
2
前
掲
書
五
六
二
頁

25 
ヽ

筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

の
説
を
否
定
し
て
い
る
。

（
守
友
隆
）

筆
者
註
）
は
彼
（
笠

10 



(61) 
58 57 、 、

筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

高
田
祐
介
氏
に
よ
る
と
、
明
治
四
十
三
年
(
-
九
一

0
)
六
月
に
成
立
し
た
「
顕
彰
会
の
顧
問
に
は
大
山
巌
・

松
方
正
義
・
山
県
有
朋
・
土
方
久
元
・
田
中
光
顕
・
東
久
世
通
藉
ら
が
就
き
、
こ
れ
以
降
、
藩
閥
主
導
に
よ
る
維

新
史
料
編
梨
事
業
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
」
（
高
田
祐
介

「
維
新
の
記
憶
と
「
勤
王
志
士
」
の
創
出
ー
田
中
光
顕

屋
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
北
九
州
市
史
』
(
-
九
九

0
年
、
北
九
州
市
）
五
五
六
頁
に
は
、
「
永
照
寺
を
創
建
し
た
村
上
道
証
の
五
世
の

孫
を
村
上
弥
三
郎
通
信
と
言
い
細
川
氏
の
時
代
、
小
倉
室
町
三
丁
目
北
側
で
商
家
と
な
り
唐
物
売
買
を
業
と
し

た
。
子
の
仁
助
則
直
は
安
南
（
ベ
ト
ナ
ム
中
部
）
に
も
渡
航
し
て
交
易
を
行
っ
た
と
い
う
。
鎖
国
後
は
酒
造
業
を

営
み
、
小
笠
原
氏
の
時
代
、
細
川
・
島
津
両
藩
の
用
達
商
に
も
な
り
、
宿
屋
を
営
み
、
両
藩
の
本
陣
に
な
っ
た
。

村
上
銀
右
衛
門
は
城
下
第
一
級
の
商
人
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。

(59) 

(60) 

「
鹿
児
島
県
史
料
集
（
二
ニ
）
小
松
帯
刀
日
記
』
一
九
八
一
年
、
鹿
児
島
県
史
料
刊
行
会
、
二
頁

桜
屋
が
船
問
屋
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
、
先
学
諸
氏
が
指
摘
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
宇
都
宮
文
書
」

六
七
七
に
「
私
義
親
共
ヨ
リ
数
年
来
船
問
屋
渡
世
仕
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
正
顕
の
父
義
顕
の
代
か
ら
船
問

註
l
2
前
掲
書
五
六
五
頁

一
四
ー
一
六
頁

註
l
2
前
掲
書
五
六
四
頁

「
五
卿
の
宿
泊
し
た
建
物
が
、
御
茶
屋
の
廃
止
後
に
崩
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
桜
屋
の
手
で
旅
館
桜
屋
に
移
築

さ
れ
た
と
仮
定
し
て
も
な
ん
ら
違
和
感
は
な
い
。
」
（
山
神
明
日
香
「
長
崎
街
道
筑
前
黒
崎
宿
で
の
五
卿
の
宿
』
ニ

0
0
四
年
、
〔
山
神
明
日
香
〕
三
七
頁
）

「
坂
本
龍
馬
手
帳
摘
要
」
（
『
坂
本
龍
馬
関
係
文
書
』
二
、

日
本
史
籍
協
会
編
「
野
史
台
維
新
史
料
叢
書
二
十
四

参
照
。

2
)
 

5
 

一
＼
四
頁
）

白
石
正
一
郎
は
幕
末
・
維
新
期
の
清
末
藩
御
用
商
人
。
下
関
を
通
る
尊
攘
志
士
の
ほ
と
ん
ど
が
彼
の
家
に
立

ち
寄
っ
た
と
い
う
。
詳
細
は
小
林
茂
分
担
執
筆
「
白
石
正
一
郎
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
）
参
照
。

回
天
実
記
二
』
一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

一
九
六
七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、

(69) 

(70) 
68 

56 

66 

(53) 

(54) 

(55) 

(63) 

(64) 

(65) 

（
守
友
隆
）

宇
佐
穏
来
彦
（
お
き
ひ
こ
）
は
草
木
八
幡
宮
（
現
福
岡
県
大
牟
田
市
草
木
）
の
神
官
宇
佐
益
人
の
三
男
と
考
え

ら
れ
る
。
益
人
は
安
政
三
年
(
-
八
五
六
）
、
京
都
に
赴
き
、
三
条
実
美
と
会
し
、
在
京
の
志
士
と
交
わ
っ
て

尊
攘
運
動
に
か
か
わ
り
、
文
久
三
年
(
-
八
六
三
）
六
月
に
再
度
上
京
、
「
七
卿
落
ち
」
の
後
も
京
都
に
留
ま
り

そ
の
動
向
を
探
る
な
ど
し
て
い
た

。
穏
来
彦
は
キ
リ
ス
ト
教
者
か
ら
大
陸
浪
人
の
道
を
歩
ん
だ
人
物
で
あ
る
。

父
益
人
の
活
動
か
ら
す
る
と
、
東
久
世
通
蒻
の
執
事
と
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
東
久
世
通
蒻
の
執

事
（
「
九
州
日
報
」
明
治
四
十
二
年
(
-
九

0
九
）
七
月
二
十
九
日
の
記
事
）
、
宇
佐
穏
来
彦
の
詳
細
に
つ
い
て
は

大
城
美
知
信
・
新
藤
東
洋
男
「
続
三
池
・
大
牟
田
の
歴
史
』
(
-
九
九
三
年
、
古
雅
書
店
）
九
〇
＼
九
二
頁
、
新
藤

東
洋
男
「
大
牟
田
の
歴
史
散
歩
物
語

—
大
牟
田
近
現
代
史
を
中
心
に
ー
』
上
巻
（
二
0

0
0
年
、
古
雅
書
店
）
を

の
顕
彰
活
動
を
中
心
に
—
」
〔
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二0
四
号
、
二
0
0

七
年
三
月
、
大
阪
歴
史
学
会
〕
八
四
頁
）
、

「
維
新
の
功
労
者
と
し
て
掬
い
上
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も
「
勤
王
」
と
い
う
価
値
基
準
に
沿
い
、
そ
の

枠
組
み
の
中
に
お
け
る
功
の
多
寡
に
適
う
人
物
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
」
（
同
「
国
家
と
地
域
の
歴
史
意
識
形

成
過
程
」
〔
「
歴
史
学
研
究
』
第
八
六
五
号
、
二

0
1
0
年
四
月
〕
七
頁
）
、
（
佐
々
木
高
行
・
土
方
久
元
ら
「
宮
廷
派
」

は
箪
者
註
）
「
全
国
規
模
で
の
「
志
士
」
顕
彰
を
強
く
推
進
す
る
主
体
に
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
次

第
に
宮
中
に
勢
力
を
得
、
維
新
の
志
士
を
国
家
的
功
労
者
と
し
て
認
定
し
、
こ
れ
ら
を
顕
彰
す
る
こ
と
で
国
民

の
教
化
を
図
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
国
家
の
顕
彰
政
策
を
主
導
的
に
推
進
す
る
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

桜
砲
帖
は
島
津
久
光
や
西
郷
隆
盛
、
月
照
（
忍
向
）
の
和
歌
短
冊
な
ど
、
当
時
の
桜
屋
と
交
流
の
あ
っ
た
人

物
か
ら
贈
ら
れ
た
遺
墨
七
八
点
を
ま
と
め
た
も
の
（
福
岡
市
博
物
館
編
『
福
岡
県
明
治
維
新
史
料
展
』
(
-
九
九
四

年
、
霊
山
顕
彰
会
福
岡
県
支
部
、
二
七
頁
）
。
現
在
、
桜
茫
帖
は
下
関
市
立
長
府
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

註
1
2
前
掲
書
五
六
五
頁

「
宇
都
宮
文
書
」
二
四
、
慶
応
元
年
(
-
八
六
五
）
八
月
付
、
遠
賀
鞍
手
御
郡
御
役
所
宛
て
「
黒
崎
宿
田
町
古
海

与
次
兵
衛
乍
恐
御
願
申
上
ル
ロ
上
覚
」
に
は
「
当
春
私
出
福
留
守
」
と
あ
る
が
、
召
喚
さ
れ
た
と
す
る
の
は
七
月

「
送
迎
解
釈
紀
事
」
（
『
太
宰
府
市
史

近
世
資
料
編
』
〔
一
九
九
六
年
、
太
宰
府
市
〕
所
収
。
八
六
二
頁
）
に
「
諸

郷
隆
盛
全
集
』
第
六
巻
(
-
九
八

0
年
、
大
和
書
房
）
三
七
五

・
三
七
六
頁
参
照
。

(67) 

『
福
岡
県
史
資
料
』
第
八
輯
(
-
九
三
七
年
、
福
岡
県
）
所
収
「
福
岡
松
浦
氏
記
録
」
（
福
岡
藩
権
大
参
事
を
務
め

た
松
浦
格
弥
の
「
年
表
履
歴
」
二
冊
を
抄
録
し
た
も
の
）
に
「
福
岡
表
二
於
テ
此
頃
勤
王
佐
幕
ノ
両
党
混
雑
ノ
末
、

本
年
（
慶
応
元
11

一
八
六
五
年
。
筆
者
注
）
六
月
ヲ
以
テ
、
内
肛
ノ
発
端
ハ
顕
ハ
レ
ヌ
。
」
（
三
七
七
頁
）
と
あ
る
。

「
乙
丑
の
獄
」
で
の
処
分
者
の
な
か
に
正
顕
と
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
な
人
物
と
し
て
、
黒
崎
代
官
手
付
足
軽
、

元
野
木
譲
右
衛
門
が
い
る
。
彼
に
対
す
る
罪
状
宣
告
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
心
得
方
不
宜
、
奸
曲
之
輩

へ
同
気
致
し
候
段
相
達
、
不
埒
之
事
二
候
、
依
之
切
米
壱
石
預
申
付
候
、
以
後
屹
度
相
慎
可
申
候
事
、
」
（
福
岡

県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
所
蔵
「
慶
応
元
年
乙
丑
福
岡
藩
二
殉
難
志
士
姓
名
宣
告
文
写

・
明
治
元
年
二
至
其
反

対
奸
党
処
分
宣
告
文
写
」
〔
K
2
5
0
/
2
6
0
／
ケ
〕
）
。
彼
の
名
は
註
6
7
前
掲
「
福
岡
松
浦
氏
記
録
」
に
も
あ

り
、
「
拝
知
又
ハ
切
扶
ノ
内
御
預
リ
、
目
通
リ
遠
慮
」
の
処
分
を
受
け
、
肩
書
き
は
「
黒
崎
定
番
足
軽
」
と
あ
る
（
「
福

岡
県
史
資
料
』
第
八
輯
、
三
七
九
頁
）
。

「
宇
都
宮
文
書
」
七
七
〇

正
顕
の
父
、
義
顕
の
妻
で
あ
り
正
顕
の
実
母
で
あ
る
野
仲
氏
。
十
四
歳
で
義
顕
に
嫁
ぐ
。
文
久
二
年
(
-
八

六
二
）
五
月
二
十
五
日
に
没
す
る
。
享
年
六
十
三
（
〔
義
顕
室
墓
銘
〕
『
八
幡
市
史
』
五
五
九
頁
）
。

藩
ヨ
リ
守
衛
井
為
用
弁
宰
府
へ
相
詰
候
名
許
」
、
「薩

藩

関

山
新
兵
衛
」
と
あ
る
。
関
山
新
兵
衛
に
つ
い
て
は
「
西

で
あ
り
時
期
が
異
な
る
。

「
宇
都
宮
文
書
」
―
二
五
六

」
（
同
上
一
五
頁
）
と
さ
れ
る
。

2
)
 

6
 

〔
福
岡
県
立
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
使
用
〕
）
。

51) 

11 



井
甚
三
「
江
戸
の
宿

(82) 

(83) 

(84) 

「
八
幡
市
史
』
一
九
三
六
年
、
福
岡
県
八
幡
市
役
所
、
五
九
八
頁

ヘ
81 80 

ヽ
79 、_,,

典
第
二
版
』
の
「
六
条
」
の
項
）
。
こ
こ
で
は
西
本
願
寺
の
こ
と
。

78 ＾
 

77 
76 、_,

磯
辺
実
校
註
「
野
村
望
東
尼

「
宇
都
宮
文
書
」
―
一
三
九
、

上
京
日
記

・姫
島
日
記
』
（
一
九
四
三
年
、
文
友
堂
書
店
）
一

O
・
―
―
頁

こ
の
「
子
」
の
干
支
は
「
宇
都
宮
文
書
」
―
一
三
六
、
「
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
宇
都
宮
文
書
」
七
七

0
「
故
宇
都
宮
正
顕
小
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(74) 

(75) 
福
岡
市
博
物
館
編
『
福
岡
県
明
治
維
新
史
料
展
』
(
-
九
九
四
年
、
霊
山
顕
彰
会
福
岡
県
支
部
）
二
七
頁

こ
の
和
歌
二
首
は
「贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
」
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
（
『
八
幡
市
史
』
五
六
四
頁
）
。
「
九

正
顕
」
。
ま
た
、
石
碑
に
は
「
皇
紀
二
千
五
百
九
十
九
年
」
と
と
も
に
作
成
に
携

広
田
弘
毅
の
弟
で
、
広
田
家
の
家
業
石
屋
を
継
ぎ
、
福
岡
市
の
東
公
園
に
あ
る
亀
山
上
皇
の
銅
像
に
も
そ
の
名

前
が
あ
る
（
北
川
晃
二
「
博
多
出
身
の
総
理
大
臣
広
田
弘
毅
」
〔
福
岡
シ
テ
ィ
銀
行
編

「博
多
に
強
く
な
ろ
う
』

1
、

一
九
八
九
年
、
葦
書
房
、
ニ
ニ
ニ
頁
〕
）
。

―
一
三
八

『
八
幡
市
史
』
(
-
九
三
六
年
、
福
岡
県
八
幡
市
役
所
）
五
九
八
頁
で
は
、
古
海
家
は
薩
摩
藩
の
宿
本
陣
を
拝
命

し
、
家
号
を
薩
摩
屋
と
し
て
い
た
が
、
佐
賀
・
熊
本
二
藩
の
宿
本
陣
を
拝
命
す
る
に
お
よ
ん
で
、
桜
屋
と
改
め
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
神
明
日
香
氏
は
「
桜
屋
と
薩
摩
屋
と
は
、
全
く
違
っ
た
二
軒
で
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ

る
（
『
長
崎
街
道

有
田
和
樹
「
史
料
紹
介

方
史
研
究
会
、

筑
前
黒
崎
宿
で
の
五
卿
の
宿
』
二

0
0
四
年
、
〔
山
神
明
日
香
〕
、
七
ニ
・
一
四
0
頁）。

―
―
七
頁
）

福
岡
藩
旅
籠
屋
号
帳
」
（
「福
岡
地
方
史
研
究
』
第
四
五
号
、
二

0
0
七
年
、
福
岡
地

六
条
と
は
（
六
条
通
の
南
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
）
西
本
願
寺
お
よ
び
東
本
願
寺
の
異
称
（
『
日
本
国
語
大
辞

北
九
州
市
八
幡
西
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
郷
土
資
料
室
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
、
明
治
初
年
頃
の
も
の
と
推
測

さ
れ
る
桜
屋
の
引
札
（
商
品
の
宣
伝
の
主
旨
を
書
い
て
諸
方
へ
配
る
広
告
の
札
）
の
版
木
に
は
、
「
一
私
儀
従
来

西
本
願
寺
様
御
用
達
被
仰
付
置
」
と
あ
る
の
で
、
「
本
願
寺
御
用
達
」
、
「
六
條
御
殿
」
は
西
本
願
寺
の
こ
と
で
あ
る
。

同
行
衆
（
ど
う
ぎ
ょ
う
し
ゅ
う
）
と
は
、
同
じ
仲
間
の
人
。
ま
た
、
同
じ
宗
派
の
修
行
者
。
特
に
、
浄
土
真
宗

第
二
版
』
）
。

の
信
者
仲
間
を
い
う
。
ど
う
ぎ
ょ
う
（
『
日
本
国
語
大
辞
典

丸
山
薙
成

「近
世
宿
駅
の
基
礎
的
研
究
』
第
一
、
一
九
七
五
年
、
吉
川
弘
文
館
、
九
九
六

・
1
0
0
四
頁
。
深

三
都
・
街
道
宿
泊
事
情
』
二

0
0
0
年
、
平
凡
社
、
八
六
頁
。

「宇
都
宮
文
書
」

―
―
―
四

桜
屋
の
起
源
、
古
海
家
の
旅
籠
業
、
薩
摩
藩
と
の
関
係
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
と
し
て
「
宇
都
宮
文
書
」
一

0
一
五
、
安
政
六
年
(
-
八
五
九
）
未
五
月
薩
州
様
御
役
所
宛
て
筑
前
黒
崎
宿
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
「
乍
恐
奉
願
口

上
覚
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
桜
屋
、
正
顕
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
〈
由
緒
〉
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
、
拙
稿

わ
っ
た
者
の
名
前
「
福
岡
市
石
工
広
田
徳
右
衛
門
三
苫
藤
次
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
広
田
徳
右
衛
門
は

ろ
つ
く
し
に
も
ら
す
初
音
を

重
の
春
に
も
れ
た
る
捻
の
世
の
こ
と
を
の
み
な
け
き
こ
そ
な
け
実
美
」
、
「
聞
か
ま
ほ
し
大
内
山
の
捻
の
こ
、

(71) 

(72) 

(73) 

―
一
三
六

筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

(88) 

(89) 

(90) 
(85) 

「
宇
都
宮
文
書
」
六
五
八

「
宇
都
宮
文
書
」
―
―
―
四

「
宇
都
宮
文
書
」
―
二
五
七

県
史
料

|
『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

「
筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
（
古
海
東
四
郎
）
と
宇
都
宮
文
書
所
収
「
筑
前
黒
崎
宿
古
図
」
」
（
「地
方
史

ふ
く
お
か
』
一
四
六
号
、
二

0
1
0
年
、
福
岡
県
地
方
史
研
究
連
絡
協
議
会
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
、

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
坂
天
満
の
商
人
平
野
屋
高
木
善
助
の
「
薩
陽
往
返
記
事
」
の
天
保
四
年
(
-
八
三
三
）
四
月
十
八
日
条
に
、

「
扱
、
八
つ
半
時
黒
崎
着
、
荷
物
船
よ
り
馬
に
て
附
送
る
。
宿
さ
つ
ま
や
な
り
。
長
崎
屋
と
も
い
ふ
。
」
と
あ
る

が
（
宮
本
常
一

・
谷
川
健
一

•

原
口
虎
雄
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
探
検•

紀
行
・
地
誌
西
国
篇
、

一
九
六
九
年
、
三
一
書
房
、
六
六
四
頁
）
、
こ
れ
は
天
保
十
五
年
以
前
は
長
崎
屋
が
薩
摩
藩
御
用
達
と
し
て
「
薩

摩
屋
」
の
屋
号
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
「
長
崎
屋
と
も
い
ふ
」
と
い
う
高
木
善
助
の
記
述
か
ら

は
薩
摩
屋
の
屋
号
が
主
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
原
口
虎
雄
氏
に
よ
る
と
高
木
善
助
が

「
薩
摩
藩
と
長
く
深
い
関
係
」
（
同
書
六

0
九
・
六
一

0
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
彼
が
薩

摩
藩
と
関
係
の
あ
る
商
人
で
あ
る
た
め
、
黒
崎
の
長
崎
屋
は
「
さ
つ
ま
や
」
と
名
乗
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

後
年
桜
屋
が
薩
摩
藩
と
の
取
引
の
と
き
に
の
み
薩
摩
屋
の
屋
号
を
使
用
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

(86)

山
神
明
日
香
氏
は
「
桜
屋
東
四
郎
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
に
残
る
資
料
に
「
該
当
記
録
な
し
』
と

い
う
返
事
を
も
ら
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
（
山
神
明
日
香
「
黒
崎
で
の
五
卿
の
宿
」
〔
「ひ
ろ
ば
北
九
州
」
第
三

0
巻
第

四
号
、
通
巻
二
五

0
号
、
二

0
0
七
年
四
月
、
北
九
州
都
市
協
会
、
二
三
頁
〕
）
、
そ
れ
は
そ
の
筈
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
桜
屋
は
薩
摩
藩
と
の
取
引
に
お
い
て
は
「
薩
摩
屋
」
の
屋
号
を
使
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
鹿
児
島

忠
義
公
史
料
』
巻
三
(
-
九
七
六
年
、
鹿
児
島
県
）
の
三
六
0
号
文
書
（
三
七
六
ー
三
七
八
頁
）
に
「
黒

崎
さ
つ
ま
屋
仁
右
衛
門
」
の
名
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
は
、
薩
摩
屋
仁
右
衛
門
（
桜
屋
東
四

郎
11
古
海
正
顕
）
が
「
勅
使
九
州
下
向
二
就
」
い
て
薩
摩
藩
士
木
場
伝
内
に
話
し
た
こ
と
を
伝
内
が
書
き
ま
と
め
、

（
文
久
三
年
〔
一
八
六
三
〕
）
七
月
十
八
日
朝
付
で
大
久
保
一
蔵
（
利
通
）
に
宛
て
て
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
桜
屋
が
薩
摩
藩
と
取
引
を
行
い
、
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(87)

近
藤
典
二
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
五
街
道
の
宿
駅
に
設
け
ら
れ
て
い
た
大
名
そ
の
他
の
休

憩
•
宿
泊
の
施
設
は
、
本
陣
・
脇
本
陣
と
呼
ば
れ
た
が
、
福
岡
藩
領
で
は
御
茶
屋
と
町
茶
屋
が
そ
れ
に
ほ
ぼ
該

当
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
」
、
「
五
街
道
の
本
陣
・
脇
本
陣
に
相
当
す
る
民
営
の
休
憩

•

宿
泊
施
設
が
町
茶

屋
で
、
各
宿
駅
に
二
軒
な
い
し
一
軒
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
成
立
は
宿
の
住
民
が
自
分
の
屋
敷
を
藩
に

提
供
し
、
自
ら
は
町
茶
屋
守
に
任
命
さ
れ
て
そ
の
経
営
に
あ
た
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
」
（
「
福
岡
県
史
通
史
編

福
岡
藩

(
2
)
』
二

0
0
二
年
、
福
岡
県
、
八
ニ
ニ
・
八
二
四
頁
）
と
。
し
か
し
、
桜
屋
は
黒
崎
宿
の
町
茶
屋
守
に

は
な
っ
て
お
ら
ず
、
同
宿
の
町
茶
屋
守
は
関
屋
（
富
田
氏
）
と
八
幡
屋
（
石
井
氏
）
で
あ
っ
た
（
近
藤
典
二
『
筑
前

の
街
道
』
一
九
八
五
年
、
西
日
本
新
聞
社
、
二

0
七
頁
）
。

（
守
友
隆
）

12 



筑
前
国
黒
崎
宿
桜
屋
の
宇
都
宮
正
顕
像
の
再
検
討

「
宇
都
宮
文
書
」
七
五
三
ー
四
の
慶
応
三
年
(
-
八
六
七
）
十
一
月
付
、
桜
屋
の
平
戸
藩
御
用
達
許
可
願
に
は
「

何
卒
御
用
達
号
御
免
被
仰
付
可
被
為
下
候
、
左
候
半
者
門
前
江
懸
札
仕
度
、
向
後
御
休
泊
、
人
馬
御
継
立
、
御

借
船
、
上
下
之
御
用
状
取
継
等
別
而
相
働
御
便
利
宜
敷
相
勤
度
奉
存
上
候
、
且
又
御
領
内
之
御
衆
中
嘗
邊
通
行

之
節
、
若
哉
病
氣
不
慮
之
災
難
等
御
座
候
節
者
、
私
引
受
急
度
御
世
話
可
仕
候
、
」
と
あ
り
、
「
御
用
達
」
の
役

割
は
、
①
宿
泊
施
設
の
手
配
、
②
人
馬
継
立
の
手
配
、
③
乗
船
の
手
配
、
④
御
用
状
の
取
次
、
⑤
藩
領
の
者
に

対
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
、
③
の
乗
船
の
手
配
を
す
る
「
御
借

黒
崎
宿
」
（
『
福
岡
市
中
央
区
医
師
会
報
』
第
一
七
号
、

船
御
用
達
」
と
①
＼
⑤
の
役
割
を
果
た
す
「
御
用
達
」
と
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(92) 宿
の
長
崎
屋
（
桜
屋
）

藤
田
電
停
四
辻
の
北
角
に
現
存
し
て
い
る
。
幕
末
当
時
、
庄
屋
・
船
庄
屋
を
兼
ね
て
い

（
マ
マ
）

た
桜
屋
の
主
人
宇
都
宮
正
顕
は
大
の
勤
王
党
で
あ
っ
た
。
三
条
実
美
な
ど
の
七
卿
が
太
宰
府
に
送
ら
れ
る
際
に

此
の
長
崎
屋
に
一
泊
し
、
（
以
下
省
略
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(93) 
『
黒
崎
学
校
百
年
史
』
一
九
七
四
年
、
北
九
州
市
立
黒
崎
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
委
員
会
、

料
編
築
所
研
究
成
果
報
告
書
二

0
0
八
ー
ニ

拙
稿
「
日
田
広
瀬
家
の
政
治
情
報
収
集
ー
禁
門
の
変
を
中
心
に
ー
」
（
研
究
代
表
者
・
横
山
伊
徳
『
東
京
大
学
史

近
世
後
期
に
お
け
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
展
開

田
広
瀬
家
を
中
心
に
』
）
に
お
い
て
、
豊
後
日
田
広
瀬
家
の
国
内
政
治
情
報
収
集
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
、

古
海
与
次
兵
衛
（
桜
屋
・
宇
都
宮
正
顕
）
の
出
し
た
「
注
進
状
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
さ
ら
に
、
彼
の
情
報
収
集
・
政
治
判
断
力
が
非
凡
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。

謝
辞本

稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
宇
都
宮
正
顕
翁
の
ご
子
孫
で
あ
る
宇
都
宮
千
秋
氏
、
八
幡
郷
土
史

会
事
務
局
長
の
児
玉
義
信
氏
、
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
の
高
野
信
治
氏
、
同
大

学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
の
田
中
由
利
子
氏
に
多
く
の
ご
教
示

・
ご
好
意
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ

に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

八
頁

(94) 

(95) 
註
6
1
高
田
氏
前
掲
論
文

桐
山
豪
三
「
筑
前
六
宿

|

『
贈
従
五
位
宇
都
宮
正
顕
翁
小
伝
』
の
成
立
過
程
・
テ
キ
ス
ト
分
析
を
中
心
に
1

一
六

日

一
九
七
九
年
）
に
は
「
⑦
黒
崎

91 

（守友隆）
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こ 顕長男良. 正顕長男.=,if —"' 八= 文化十― てし卜 吉顕＝ 't 兵衛

享年七十~ぼ八8, ~庄屋 右衛禰運門 I I I I I 系旦家略

—悶に‘委八年の°桑西¢ 悶噂女昌゚厖悶真院遠賀閏屋＝^~黒崎宿出塁町大芭 旦一 ~五嘉五~氷‘家督; 干五年迄七! ; I I } ③ ~ l _ 束閂四 鳴i 面崎駅I富轟翌 息黒崎

東1蒻久 よ 正顕ろ八五 至ル次郎平春平 テ 顕良エサー東郎四 1 人を

和~ 昭ニ：：： ―悶 明治-箪羹をる。 てこっ 長女のこー 古海家代ル 位^ 四ヽ 彦右衛門 a 示1 

→ I 一~ 八囚 分-:::8 ! 郎―腐― IR 足郎 ＾ 
ヘ七十百ごij=七午九四五ど卿落遺 晶享年三十゚ 明阻八年^一八四一＋五互日 保天六号は て力ウ 晶海拿ろ~ ~八尻から co貞宿屋黒庄奇 筆胄成~ょり 面~船寺は住 -治部I略麦-1 東!l四s -.:, 後略• 敬称たま
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【表①］古海 （宇都宮）正顕の経歴

年月日 正顕の肩書・名乗 （年齢） 役職 ・格 典拠 備考

天保9年(1838)3月21日 （不明）(24) 船町仲間惣代 「宇都宮文書」764
「宇都宮文書」764の「日記」には「閏四月」とあ

るので、天保9年のものと判断した。

天保9年(1838)4月1日 「藤四郎」（東四郎）の名を授かる (24) 「家得相統」（家督相続） 「宇都宮文書」764

天保12年(1841)丑3月 田町東四郎(27) 宿年寄 「宇都宮文書」1130

天保14年(1843)2月 黒崎田町東四郎(29) 肥後宇土藩御用達 「宇都宮文書」658 史科上に年号あり 。

天保15年(1844)辰5月 桜屋東四郎 (30)
「薩州御用達」・「長崎糸荷物定宿」．

「宇都宮文書」lll4 史料上に年号あり 。
「肥後御借船御用達」

弘化3年0846)午5月 黒綺宿年寄東四郎 (32) 田町庄屋 「宇都宮文書」1134

弘化4年(1847)未11月 黒崎田町庄屋東四郎 (33) 船庄屋 （兼帯） 「宇都宮文書」1125

嘉永4年(1851)亥11月5日 黒崎宿田町庄屋東四郎 (37) 黒崎宿生蝋御仕組出張会所受持 「宇都宮文書」1135

安政2年(1855)卯8月 黒崎田町庄屋東四郎 (41) 「生蝋会所上見役」免除 「宇都宮文書」1127

安政5年(1858)午12月 黒崎田町庄屋東四郎 (44) 大庄屋格「苗字」名乗を許される。「宇都宮文書」1140

安政6年(1859)未12月 遠賀郡黒崎田町庄屋古海次郎兵衛(45)
「御参勤御往来居郡御通駕之節御目

「宇都宮文書」1141
通出方被仰付、此節御酒錫頂戴」

安政7(1860 =万延元）年3月
黒崎田町庄屋大庄屋格古海次郎兵衛

「遠賀郡黒崎田町当申春面役」免除 「宇都宮文書」803
「古海東四郎改名仕ル」とあり 。史料上に年号

(46) あり 。

文久元年 (1861)酉9月
遠賀郡黒崎田町庄屋船庄屋兼大庄屋格

「枠代迄大庄屋格」 「宇都宮文書」1138
古海次郎兵衛 (47)

文久元年 (1861)9月17日 黒崎宿庄屋古海次郎兵衛 (47) 肥前 （佐賀藩）御用達 「宇都宮文書」1256・同1257 史料上に年号あり。

文久2年(1862)閏8月 黒崎船庄屋古海与次兵衛 (48) 「宇都宮文書」1257 史科上に年号あり。与次兵衛の初見。

元治元年 (1864)子正月
黒崎田町庄屋大庄屋格古海与次兵衛

継送人馬取締受持 「宇都宮文書」1142(50) 

塵応3年(1867)卯10月 黒崎田町大庄屋格古海与次兵衛 (53) 黒崎宿問屋人馬方兼受持 「宇都宮文書」1087

貶応4年(1868)辰正月 黒崎宿桜屋東四郎 (54) 平戸藩御用達 「宇都宮文書」295

明治3年0870)午12月 黒崎駅問屋古海漁三 （漁斐）(56) 「青銅六貫目」を賜る。 「宇都宮文書」1137

明治6年(1873)5月
古海東四郎 (56)(※正顕の子良顕の可能

保長 「宇都宮文書」1100
史料上に年号あり。また、東四郎は正顕の子

性もあり） 良顕の可能性もあり。

明治6年(1873)7月30日 古海漁斐 （東四郎）(59) 宇都宮に改姓。 「宇都宮文書」1194
史料上に年号あり 。願書には「古海東四郎」と

あり。

大正 13年(1924)2月11日 故宇都宮正顕 謄従五位 「宇都宮文書」1195 史科上に年号あり 。

※「宇都宮文書」 より策者作成。（年齢）は正顕が明治18(1885)年3月に71歳で没した（「八幡市史」 1936年、福岡県八幡市役所、 560ページ）ことから逆算。
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【表②】諸文献における宇都宮正顕の事蹟記載一覧
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事績＼書名
名A(1勝9:2「人7福年物岡）誌縣」

稗部B(1l9誌e29「福筑年概前）縣之 先典C(1J93賢'「人3福年名岡）辞県 史o0」9.3(「※6八年幡I）) 市 版賢E伝）: (「」1贈9（増7位5補諸年） 
名剖年1F93大版）'（7「事）初年8(典版1本）97JIは人9 復

G典J(1「国98史0大年辞） 
新H:(1人98「名1明年辞治）典維」本(1I9人:9「名1新年辞潮）典日」新(1J9人:9「名4幕年事末2典維月」） 明展11K治Jli月,[維幅）99新岡4史県年科 典L日」本:(「2人講0名0談1大社年辞） M世((2※人0c02f名5B)年辞本）典近」籠史認億科者し4がかた)一事ら確績次

1 古海姓

゜゜゜゜゜゜ ゜゜
◎ 

父・

゜゜゜゜ ゜ ゜
◎ 

2 与五郎義顕

3 母・野仲氏

゜
◎ 

4畠
゜゜゜゜ ゜

◎ 

5 通次称郎兵・衛

゜゜゜゜゜ ゜゜
◎ 

6 通与称次兵・衛

゜ ゜゜゜゜゜゜゜ ゜゜
◎ 

7 号・漁隻

゜ ゜゜゜゜゜゜ ゜
◎ 

8 明6治(18宇7都3)宮

゜゜゜゜ ゜゜゜
◎ 

瓢
9 桜屋の屋号

゜
◎ 

10 黒（田崎町宿庄庄屋屋） 

゜゜゜゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜
◎ 

11 船庄屋

゜ ゜ ゜
◎ 

12 苗字帯刀

゜ ゜゜゜ ゜゜゜ ゜
◎ 

13 大庄屋格

゜ ゜゜゜ ゜ ゜
◎ 

14 宿本陣

゜ ゜ ゜゜
X 

15 前薩島の（熊）宿臣（本佐・本（肥）鹿賀停後•) 児肥

゜ ゜ ゜゜゜゜ ゜゜
△ 

16 勤（志王士・）尊王

゜゜゜゜ ゜゜ ゜゜゜ ゜゜17 尊摂運動家

゜
X 

18 志士との交流

゜ ゜゜゜゜゜゜゜ ゜゜゜
△ 

19 好学

゜ ゜゜ ゜
◎ 

20 国学を好む

゜
◎ 

21 和歌の精進

゜ ゜゜ ゜ ゜
◎ 

22 孝行

゜ ゜
◎ 

23 世故に通ず

゜ ゜ ゜
◎ 

24 侠気

゜゜゜ ゜゜25 貧民救済

゜ ゜
◎ 

26 北（村条山右松門根）

゜ ゜゜ ゜゜27 月照（忍向）

゜゜゜゜゜゜゜゜゜
△ 

28 大鳥居理兵箭

゜ ゜゜゜ ゜
△ 

29 有村雄助

゜゜゜ ゜
X 

30 青木周蔵

゜
X 

31 加藤司書

゜゜゜ ゜ ゜゜32 島津久光

゜ ゜33 西郷隆盛

゜ ゜34 
端薩長緒同を盟開のく

゜゜゜ ゜゜ ゜
△ 

に尽力

35 三五孵条実の美投宿ら

゜ ゜゜ ゜ ゜
△ 

36 
和三歌条実を献美ずに

゜
◎ 

る

37 
五府孵移の居大を宰助

゜
△ 

ける

38 慶「連(1乙応86丑元5・の)譴年獄責」

゜゜゜゜゜゜ ゜゜
△ 

39 関山新兵衛

゜ ゜゜ ゜
△ 

40 明没(1治8享851年8) 年7 1 

゜゜゜゜゜゜゜゜ ゜゜゜゜41 従五位追贈

゜゜゜ ゜
◎ 

42 正五位追贈

゜゜゜
X 

※1)「八幡市史」には 「贈従五位宇都宮正顕翁小伝」・「宇都宮家系譜抄」（宇都宮家所蔵「建久五年甲寅ヨリ明治二十五年迄七百年二至ル古海家代々系図写」の抄録と考えられる）・「賀古海正顕辱公

庁之寵光井引」（文久元 (1861)年10月上野勝従なる人物が記したもの）といった史料を収録しているが、それらをまとめた要綱のみを抽出する。

※2)吉田常吉氏が執鉦したG:「国史大辞典」の「宇都宮正顕」は 「日本近現代人名辞典」(20 0 1年、 吉川弘文館）、M:「日本近世人名辞典」に加箪修正を加えることなく 再録されている。

※3)諸文献A-Lの出版年は上記の通り。 発行元はA福岡県、 B大道学館出版部、 C文照堂杏店（復刻版は荘書房）、D福岡県八幡市役所（復刻版は名著出版）、E近藤出版社、 F平凡社、 G吉川

弘文館、 H吉川弘文館、 I新潮社、］新人物往来社、 K霊山顕彰会福岡県支部、 L講談社、 M吉川弘文館。

※4)◎が一次史料から確認できるもの。〇が編楳史料・文献査料から確認でき、 事実である可能性があるもの。△が真偽の疑わしいもの。X明らかに事実と異なるもの。
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A New Insight on the Sakuraya's Image of Masaaki 
UTUNOMIY A of Chikuzen Kurosaki : 

A reassessment about the formation process based on Zo-Ju-Goi 

UTSUNOMIY A MASAAKI-0 Shoden 

Takashi MORITOMO 

Masaaki UTSUNOMIYA has been referenced in dictionary-style books such as the Kokusihi Dai 

Jiten (BIG Japanese History Dictionary) and Meiji Isin Jinmei Jiten (Dictionary of People of the Meiji 

Revolution) , but these are based on the edited document Zo-Ju-Goi UTSUNOMIYA MASAAKI-0 

Shoden which is known to contain many mistakes. 

In this article I deal with the composition process of this document and analyze the text in order 

traditional image of Emperor Loyalism took shape and determine what would have to clarify why the 

been his real image. 

The UTSUNOMIYA MASAAKI-0 Shoden was written by Masaaki's grandchild Tomoaki, based 

on the Ko UTSUNOMIY A MASAAKI-0 Shoden with a rank promotion in view. The later document 

was corrected in 1915 by Nichinan FUKUMOTO, a Fukuoka born journalist and politician of the Meiji-

Taisho period, and was iater presented as a scholarly report in 1924. To build an image based on the 

UTSUNOMIY A MASAAKI-0 Shoden doesn't make sense at all. At the same time, the popular Em-

peror Loyalism spread by the UTSUNOMIYA MASAAKI-0 Shoden was also a coming out of the paper 

was granted. In a document of Gotoyama written by the Koki HIROTA in 1939 we find that a statue 

of UTSUNOMIY A MASAAKI-0 was erected. HIROTA a former Prime Minister from Fukuoka. In the 

memorial text of the monument we find a poem written by a famous Loyalist, Sanetomi SANJO, on the 

occasion of support to his group by Masaaki. 

Besides his prominent role in Sakuraya, Masaaki was also a ship businessman. He set up business 

with the Simazu Clan using the name of Satumaya Nieman. Summing up, the biggest achievement of 

Masaaki was probably his long work as an official in the Kurosaki Syuku. The real image of Masaaki is 

one of local capable businessman, official and, leader of the Kurosaki areas. 
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